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一　

は
じ
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に
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一
九
九
〇
年
以
降
の
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学
改
革
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改
革
に
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経
緯
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改
革
の
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業
型
マ
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競
争
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導
入
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連
邦
憲
法
裁
判
所
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二
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定
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ブ
ラ
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デ
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ル
ク
決
定
（
二
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決
定
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二
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両
決
定
の
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―
連
邦
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裁
判
所
の
学
問
の
自
由
論

　

㈠　

学
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換
点
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に
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一　

は
じ
め
に

　

周
知
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
、
学
生
運
動
が
盛
ん
に
な
る
中
で
、
大
胆
な
大
学
改
革
が
行
わ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、

正
教
授
を
中
心
と
す
る
従
来
型
の
大
学
（O

rdinarienuniversität

）
が
権
威
主
義
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
、
助
手
や
学
生
と
い
っ
た

他
の
大
学
構
成
員
の
意
見
も
大
学
運
営
に
反
映
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
（
大
学
の
「
民
主（
1
）化」）。
そ
の
結
果
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
、

「
グ
ル
ー
プ
大
学
（G

ruppenuniversität

）」
の
制
度
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
全
大
学
構
成
員
に
よ
る
共
同
決
定
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
三
年
の
大
学
判
決
（H

ochschulurteil

）
に
お
い
て
、
グ
ル
ー
プ
大
学
と
い
う
制
度
自
体
の
合
憲
性
を

認
め
な
が
ら
も
、
学
問
の
自
由
を
根
拠
に
、
大
学
運
営
上
、
大
学
教
員
の
決
定
権
が
一
定
程
度
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し（
2
）た。
こ
の

判
決
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
大
学
構
成
員
が
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
大
学
運
営
に
参
加
す
る
と
い
う
、
現
在
の
ド
イ
ツ
大
学
の
基
本
形
態
が
確

立
し
た
（
参
照
、
大
学
大
綱
法
三
七
条
）。

　

そ
の
ド
イ
ツ
で
、
一
九
九
〇
年
代
か
ら
再
び
、
大
学
政
策
の
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
転（
3
）換」
が
語
ら
れ
て
い（
4
）る。

　

近
時
の
改
革
の
特
徴
は
、
主
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
特
徴
は
、
大
学
運
営
の
経
済
化
・
合
理
化
、
競
争
原

理
の
導
入
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
長
及
び
学
部
長
の
権
限
を
強
化
し
、
合
議
機
関
の
権
限
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
思
決

定
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
行
え
る
よ
う
に
し
、
成
果
に
応
じ
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
資
金
配
分
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
。
さ
ら
に
も
う
一

つ
の
特
徴
は
、
大
学
評
議
会
な
る
機
関
を
導
入
し
、（
経
済
界
等
の
）
大
学
外
部
の
意
見
を
大
学
運
営
に
取
り
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

近
時
の
大
学
改
革
は
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
モ
デ
ル
を
参
考
に
し
て
お
り
、
私
企
業
に
類
し
た
大
学
運
営
手
法
は
、「
学
問
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
（W

issenschaftsm
anagem

ent

）」
と
呼
ば
れ
、「
グ
ル
ー
プ
大
学
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
大
学
（M

anagem
entuniversität

）
に
変
貌
し
た
」
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と
も
言
わ
れ（
5
）る。

　

憲
法
学
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
こ
の
改
革
に
よ
っ
て
、
個
々
の
研
究
者
の
学
問
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
危
険
が
存
す
る
こ
と
は
、
論

を
俟
た
な
い
。

　

ま
ず
、
大
学
の
意
思
決
定
に
お
け
る
個
々
の
研
究
者
の
意
見
反
映
が
弱
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
組
織
・
手
続
き
を
通
じ
た
基
本
権
保
護
が

失
わ
れ
う
る
。
大
学
は

―
私
企
業
と
は
異
な
り

―
、
個
別
の
学
問
分
野
の
専
門
家
が
集
ま
っ
て
構
成
さ
れ
る
特
殊
な
組
織
で
あ
っ
て
、

決
定
権
限
を
託
さ
れ
た
研
究
者
が
、
自
己
と
異
な
る
分
野
の
学
術
的
価
値
を
評
価
し
え
な
い
事
態
は
往
々
に
し
て
生
じ
う
る
。
そ
こ
で
、

学
問
の
自
由
の
保
障
の
た
め
に
は
、
大
学
に
お
け
る
諸
決
定
に
、

―
代
表
者
の
み
で
な
く

―
個
々
の

0

0

0

研
究
者
の
意
見
が
十
分
に
反
映

さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
求
め
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
経
済
界
等
の
外
部
の
意
見
を
大
学
運
営
に
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
と
い
う
固
有
領
域
の
「
自
律
性
」（Autono-

m
ie

）
が
掘
り
崩
さ
れ
る
危
険
性
も
、
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
来
、
学
問
領
域
に
お
い
て
は
、
政
治
的
有
用
性
や
経
済
性
の
評

価
と
は
異
な
っ
た
、
固
有
法
則
性
（Eigengesetzlichkeit

）
が
妥
当
す
る
。
政
治
や
経
済
と
い
っ
た
他
の
シ
ス
テ
ム
に
依
存
す
る
と
き
、

真
理
の
探
究
に
向
け
た
体
系
的
営
為
と
し
て
の
学
問
は
、
独
自
の
存
在
意
義
を
主
張
し
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
上
述
の
よ
う
な
大
学
改
革
が
学
問
の
自
由
保
障
と
の
関
係
で
ど
こ
ま
で
認
め
ら
れ
う
る
の
か
を
憲
法
学
の
見
地
か
ら
考
察
す

る
こ
と
が
、
喫
緊
の
課
題
と
言
え
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
九
〇
年
以
降
に
改
正
さ
れ
た
州
の
大
学
法
の
合
憲
性
が
、
裁
判
所
に
お
い
て
し
ば
し
ば
争
わ
れ
て
き
た
。
日
本
に

お
い
て
も
類
似
の
大
学
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
諸
判
決
は
、
格
好
の
学
習
素
材
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の
決
定

―
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
（
二
〇
〇
四
年
）
及
び
ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
（
二
〇
一
〇

年
）

―
を
扱（
6
）う。

本
稿
は
、
両
決
定
及
び
学
説
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
参
酌
す
べ
き
知
見
を
得
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
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二　

一
九
九
〇
年
以
降
の
大
学
改
革

　

ま
ず
、
一
九
九
〇
年
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
学
改
革
は
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
で
行
わ
れ
て
き
た
の
か
（
㈠
）、
そ
の
内
容
は

い
か
な
る
も
の
か
（
㈡
）、
に
つ
き
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈠　

改
革
に
至
る
経
緯

　

学
生
運
動
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
一
九
六
八
年
以
降
の
ド
イ
ツ
で
は
、
大
学
制
度
の
中
央
集
権
化
・
規
制
強
化
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
の
象

徴
的
な
立
法
例
が
、（
一
九
六
九
年
の
基
本
法
改
正
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
長
年
に
わ
た
る
激
し
い
政
治
的
論
争
を
経（
7
）て）
一
九
七
六
年
に
施
行
さ
れ

た
連
邦
の
大
学
大
綱
法
（H

ochschulrahm
engesetz

）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
連
邦
に
よ
る
規
律
を
強
化
す

る
従
来
の
大
学
政
策
を
見
直
す
流
れ
が
強
ま
り
、
個
々
の
大
学
の
自
治
を
よ
り
広
く
認
め
る
べ
き
と
の
機
運
が
強
ま
っ
て
き（
8
）た。

　

そ
し
て
、
一
九
九
八
年
八
月

―
当
時
の
連
邦
の
担
当
大
臣
は
、「
未
来
大
臣
」
と
称
さ
れ
たJürgen Rüttgers

（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
で
あ
っ

た

―
の
大
学
大
綱
法
第
四
次
改（
9
）正に
よ
っ
て
、
同
法
の
う
ち
大
学
の
内
部
構
造
に
関
す
る
諸
規
定
（
計
二
一
条
）
が
丸
ご
と
削
除
さ
れ
、

州
が
、
各
々
の
大
学
法
に
お
い
て
新
た
な
組
織
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
余
地
が
大
幅
に
広
ま
っ
た
。
そ
の
目
的
は
、
州
ご
と
の
大
学
法
の
多

様
性
を
確
保
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
強
み
を
形
成
（Profilbildung
）
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
大
学
の
自
治
を
強
化
し
、

大
学
同
士
の
競
争
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
）
10
（

た
。
実
際
、
こ
の
機
会
を
捉
え
て
、
多
く
の
ラ
ン
ト
が
、
大
学
の
独
立
性
を
強
化
す
る
新

た
な
大
学
法
を
施
行
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
改
革
に
至
っ
た
原
因
は
、
大
ま
か
に
以
下
の
四
つ
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
見
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。
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1　

大
学
数
の
増
加
／
規
模
の
拡
大

　

ド
イ
ツ
国
内
の
大
学
の
学
生
数
は
、
戦
後
、
著
し
く
増
加
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
学
術
審
議
）
11
（

会
が
一
九
九
三
年
に
発
表
し
た
『
大
学
政
策

に
関
す
る
一
〇
の
テ
ー
ゼ
』
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
九
〇
年
の
一
三
年
間
で
、
既
定
学
修
期
間
（Regelstudienzeit

）
の
学

生
数
は
四
八
％
増
加
し
、
当
該
期
間
を
超
え
て
在
籍
す
る
学
生
数
は
一
〇
六
％
増
加
し
た
と
い
）
12
（
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
一
三
年
間
に
、
大
学
の
人
事
ポ
ス
ト
は
わ
ず
か
七
％
、
大
学
に
対
す
る
支
出
も
一
二
％
増
え
た
に
過
ぎ
な
）
13
（

い
。

学
生
か
ら
の
学
費
徴
収
が
な
い
こ
と
も
鑑
み
れ
ば
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
の
ド
イ
ツ
の
大
学
が
、
従
来
の
制
度
で
対
応
し
き
れ
な
い
困
難

な
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
数
字
か
ら
容
易
に
想
像
が
つ
く
。

2　

大
学
教
育
に
対
す
る
社
会
的
要
求
の
高
ま
り

　

さ
ら
に
、
前
述
の
『
大
学
政
策
に
関
す
る
一
〇
の
テ
ー
ゼ
』
は
、
大
学
に
お
い
て

―
と
り
わ
け
精
神
・
社
会
科
学
分
野
（
＝
日
本
の

「
文
系
」
分
野
に
ほ
ぼ
相
当
）
で

―
得
ら
れ
る
能
力
と
、
労
働
市
場
で
要
求
さ
れ
る
能
力
の
間
に
相
当
な
ズ
レ
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
卒
業

生
が
就
職
に
漕
ぎ
着
け
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
仕
事
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
大
学
生
が
引
き
続
き
在
籍
す
る
と
い
う
悪
循
環
が
生
じ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、
大
学
政
策
の
根
本
的
な
改
革
、
と
り
わ
け
、
大
学
の
区
分
化
（
総
合
大
学
・
専
門
大
学
・
芸
術
大
学
等
）
を
推
し
進
め
、

（
職
業
に
結
び
付
く
）
専
門
大
学
を
よ
り
重
点
的
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
総
合
大
学
に
お
い
て
も
勉
学
の
初
期
の
段
階
で
は
職
業

教
育
を
前
面
に
出
し
て
い
く
こ
と
を
提
言
し
て
い
）
14
（
る
。

　

こ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
の
は
、
大
学
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
期
待
・
要
求
の
高
ま
り
で
あ
る
。
従
来
、
社
会
の
限
ら
れ
た
エ
リ
ー
ト

の
特
権
的
な
制
度
で
あ
っ
た
大
学
が
、
大
衆
化
を
遂
げ
た
こ
と
に
伴
い
、
大
学
に
対
す
る
社
会
全
体
の
要
求
も
そ
れ
だ
け
高
ま
っ
た
も
の

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3　

国
際
レ
ベ
ル
で
の
大
学
競
争

　

さ
ら
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
大
学
改
革
に
及
ぼ
し
た
影
響
も
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
英
語
の
浸
透
に
よ
り
言
語
の
障
壁
が
奪
わ



法学政治学論究　第103号（2014.12）

238

れ
、
人
と
モ
ノ
の
移
動
が
国
際
レ
ベ
ル
で
ま
す
ま
す
容
易
に
な
る
世
界
で
は
、
優
れ
た
研
究
成
果
、
卓
越
し
た
研
究
者
及
び
学
生
は
、
国

境
を
超
え
て
移
動
す
る
。
と
り
わ
け
科
学
技
術
の
領
域
で
、
優
秀
な
研
究
者
が
ア
メ
リ
カ
へ
と
流
出
す
る
中
で

―
い
わ
ゆ
る
“brain 

drain
”―
、
従
来
の
大
学
制
度
で
は
、
研
究
・
高
等
教
育
の
領
域
で
ド
イ
ツ
が
他
国
と
の
競
争
に
生
き
残
れ
な
い
、
と
い
う
危
機
感
が

生
じ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
な
か
、
学
術
分
野
で
ア
メ
リ
カ
に
追
い
付
く
べ
く
Ｅ
Ｕ
で
二
〇
〇
〇
年
に
取
り
決
め
ら
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
リ
ス 

ボ
ン
戦
略
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
二
〇
一
〇
年
ま
で
の
間
に
、
学
術
研
究
、
研
究
成
果
と
し
て
の
知
識
、
及
び
イ
ノ
ヴ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に

支
え
ら
れ
た
、
競
争
力
の
あ
る
経
済
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
（
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
、
そ
の
後
継
で
あ
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
二
〇 

二
〇
」
で
も
謳
わ
れ
て
い
る
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
術
審
議
会
（Europäischer W

issenschaftsrat

）
に
よ
る
研
究
支
援
及
び
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
・
プ

ロ
セ
ス
に
よ
る
大
学
の
学
修
課
程
、
学
位
の
統
一
が
、
そ
の
主
な
柱
で
あ
）
15
（

る
。

4　

財
政
事
情
の
悪
化

　

大
学
が
国
際
的
競
争
に
晒
さ
れ
る
一
方
で
、
国
家
財
政
の
深
刻
化
に
伴
い
、
大
学
財
政
が
逼
迫
し
た
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
改
革
を

推
し
進
め
た
要
因
の
一
つ
で
あ
）
16
（
る
。
限
ら
れ
た
資
産
を
用
い
て
最
大
限
の
効
果
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
従
来
の
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
予

算
決
定

―
そ
こ
で
は
、
人
数
に
応
じ
た
資
金
配
分
が
基
本
と
な
る

―
で
は
な
く
、
目
標
の
取
決
め
と
資
金
割
当
を
結
び
付
け
た
ト
ッ

プ
ダ
ウ
ン
型
の
予
算
配
分
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

㈡　

改
革
の
特
徴

―
私
企
業
型
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
／
競
争
原
理
の
導
入

　

以
上
の
背
景
か
ら
実
施
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
以
降
の
大
学
改
革
は
、
前
述
し
た
通
り
、
ア
メ
リ
カ
の
大
学
に
模
し
た
私
企
業
型
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
・
競
争
原
理
の
導
入
と
、
大
学
外
部
の
意
見
反
映
、
を
特
徴
と
す
る
。
こ
の
改
革
に
つ
い
て
、
以
下
、
要
素
ご
と
に
分
け
て
詳
し

く
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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1　

包
括
予
算
（Globalhaushalt

）
の
導
入

　

大
学
改
革
の
中
心
と
な
る
の
は
、
財
政
分
野
の
改
革
で
あ
り
、
そ
の
核
心
を
な
す
の
は
、
新
た
に
導
入
さ
れ
た
包
括
予
算
（G

lobal-

haushalt
）
の
制
度
で
あ
る
。

　

従
来
、
ド
イ
ツ
の
予
算
計
画
は
極
め
て
細
か
く
分
類
さ
れ
、
そ
の
使
途
は
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
民
主
的
正
統
性
を
有

す
る
議
会
が
予
算
配
分
を
確
定
す
る
と
い
う
、
議
会
制
民
主
主
義
の
大
原
則
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
予
算
遂
行
に
お

け
る
行
政
の
不
自
由
を
も
帰
結
す
る
も
の
で
あ
っ
）
17
（
た
。

　

包
括
予
算
の
制
度
は
、
使
途
が
あ
ら
か
じ
め
詳
細
に
定
め
ら
れ
た
資
金
割
当
に
代
わ
っ
て
、
包
括
的
に
一
定
額
の
資
金
を
割
り
当
て
、

さ
ら
に
翌
年
へ
の
資
金
繰
り
越
し
も
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
大
学
が
、
資
金
分
配
を
自
己
責
任
的
に
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
）
18
（
る
。

　

Ferdinand Kirchhof

は
、
包
括
予
算
に
よ
り
、
学
問
の
自
由
保
障
の
本
来
の
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
自
治
・
自
己
決
定
・
自
己
責

任
が
促
進
さ
れ
る
と
し
て
、
当
該
制
度
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
当
該
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
任
務
・
責
任
・
資
金
配
分
の
三
者
が
一

体
的
と
な
る
こ
と
は
、
基
本
権
保
護
の
観
点
か
ら
望
ま
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
）
19
（

る
。

　

も
っ
と
も
、
包
括
予
算
に
つ
い
て
は
、
民
主
的
正
統
性
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
憲
法
上
の
疑
義
が
呈
さ
れ
る
ほ
）
20
（
か
、
包
括
予
算
制
度

の
導
入
が
、
資
金
全
体
の
パ
イ
削
減
と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
さ
れ
、
学
問
の
自
由
と
の
関
係
で
の
問
題
が
指
摘
さ

れ
）
21
（
る
。

　

ま
た
、
包
括
予
算
の
制
度
は

―
ド
イ
ツ
行
政
改
革
の
ト
レ
ン
ド
で
あ
る
新
統
御
モ
デ
ル
（
Ｎ
Ｓ
）
22
（

Ｍ
）
全
般
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ

る
が

―
、
決
定
責
任
を
《
上
》（
＝
国
家
・
州
）
か
ら
《
下
》（
＝
個
々
の
行
政
主
体
）
へ
と
移
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
＝
脱
中
心
化

〔D
ezentralisierung

〕）。
そ
の
限
り
で
は
、F. Kirchhof

が
指
摘
す
る
通
り
、
学
問
・
研
究
領
域
に
お
け
る
個
々
の
大
学
の
自
己
決
定
・

自
己
責
任
を
強
化
す
る
（
大
学
の
脱
国
家
化
〔Entstaatlich

）
23
（

ung

〕）。
し
か
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
大
学
内
部

0

0

―
な
い
し
、
学
部
・
学
科

内
部

―
で
は
中
心
化
（Zentralisierung

）・
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
化
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
）
24
（
い
。F. Kirchhof

は
、
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大
学
の
自
己
決
定
を
可
能
に
す
る
包
括
予
算
の
制
度
を
も
っ
て
学
問
の
自
由
に
適
合
的
な
も
の
と
捉
え
る
が
、
仮
に
当
該
制
度
が
、
個
々

0

0

の
研
究
者
の

0

0

0

0

0

自
己
決
定
を
可
能
に
せ
ず
、
大
学
ト
ッ
プ
に
よ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

一
方
的
な
決
定
を
促
進
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
に
は
言

え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
包
括
予
算
の
導
入
は
、
学
問
の
自
由
に
対
す
る
制
約
主
体
を
、
州
か
ら
大
学
の
統
率
機
関
（
後
述

４
）
へ
と
移
動
さ
せ
る
だ
け
で
あ
）
25
（
る
。

2　

目
標
の
取
決
め

　

包
括
予
算
制
度
と
密
接
に
結
び
付
き
、
同
時
に
導
入
さ
れ
る
制
度
が
、
目
標
の
取
決
め
（Zielvereinbarung

）
で
あ
る
（
特
に
、
州
と
大

学
の
間
の
取
決
め
は
、
大
学
契
約
〔H

ochschulvertrag

〕
と
も
呼
ば
れ
る
）。
こ
れ
は
、
従
来
（
州
の
）
担
当
省
庁
と
大
学
の
間
で
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
形
で
行
わ
れ
て
き
た
調
整
プ
ロ
セ
ス
を
制
度
化
し
た
も
の
で
あ
）
26
（

り
、
取
決
め
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
か
つ
て
争
い
が
あ
っ
た
が
、

今
日
で
は
、（
当
事
者
に
拘
束
力
に
つ
い
て
の
意
図
が
あ
る
場
合
は
）
公
法
上
の
契
約
と
し
て
拘
束
力
を
有
し
う
る
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
て

い
）
27
（

る
。

　

従
来
、
行
政
統
御
の
中
心
的
道
具
は
予
算
配
分
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
前
述
の
新
統
御
モ
デ
ル
（
Ｎ
Ｓ
Ｍ
）
の
中
心
的
道
具
と
し
て
は
、

予
算
配
分
以
上
に
、
い
わ
ゆ
る
契
約
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（Kontraktm

anagem
ent

）
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
）
28
（

る
。
す
な
わ
ち
、
決

め
ら
れ
た
実
績
が
出
る
こ
と
を
条
件
に
、
そ
れ
に
必
要
な
資
金
を
支
出
す
る
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
の
が
、
現
代
の
行
政
統
御
の
あ
り

方
で
あ
る
（
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
志
向
の
予
算
配
分
）。
こ
れ
に
よ
り
、
行
政
内
部
あ
る
い
は
行
政
機
関
と
私
企
業
と
の
間
で
の
競
争
が
促
進
さ
れ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

学
問
の
領
域
に
つ
い
て
こ
れ
を
当
て
は
め
れ
ば
、
州
に
対
し
て
は
個
々
の
大
学
が
、
大
学
に
対
し
て
は
諸
学
科
、
あ
る
い
は
個
々
の
研

究
所
な
い
し
研
究
者
が
、「
契
約
パ
ー
ト
ナ
ー
（Vertragspartner

）」
の
関
係
に
立
つ
。
そ
し
て
、
特
定
の
資
金
の
利
用
に
よ
り
い
か
な
る

研
究
・
教
育
成
果
が
得
ら
れ
る
か
に
つ
き
、
あ
ら
か
じ
め
契
約
を
結
び
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。

　

目
標
の
取
決
め
な
い
し
大
学
契
約
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、
両
性
の
機
会
平
等
の
実
現
に
向
け
た
取
り
組
み
が
評
価
さ
れ
る
ほ
か
、
個
々
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の
大
学
の
長
期
的
な
発
展
プ
ラ
ン
、
と
り
わ
け
そ
の
特
色
形
成
・
重
点
形
成
に
予
算
配
分
の
重
き
が
置
か
れ
る
こ
と
も
、
近
時
の
大
学
改

革
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
）
29
（

う
。
こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
予
算
を
、
選
択
し
た
領
域
に
集
中
的
に
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い

効
果
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
大
学
の
重
点
形
成
か
ら
外
れ
た
領
域
の
研
究
者
に
つ
い
て
も
、
な
お
自
由
な
学
問

的
営
為
を
行
い
う
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
、
学
問
の
自
由
か
ら
要
請
さ
れ
）
30
（
る
。

　

目
標
取
決
め
は
、
そ
の
や
り
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
研
究
・
教
授
の
方
向
性
を
国
家
が
決
定
し
う
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
り
、
学

問
の
自
由
の
保
障
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
取
り
決
め
ら
れ
る
目
標
が
、
研
究
・
教
授
の
内
容
な
い
し
そ
の
手
法
を
直
接
か
つ
具
体
的
に
規

律
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
）
31
（

う
。

3　

成
果
に
関
す
る
評
価
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

　

前
述
の
包
括
予
算
と
目
標
の
取
決
め
は
、
成
果
／
実
績
（Leistung

）
に
つ
い
て
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
学
問
・
研
究
の
分
野
で
は
、

―
私
企
業
と
異
な
り

―
成
果
を
数
値
で
容
易
に
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
点
に
、
根

本
的
な
矛
盾
が
存
在
す
）
32
（

る
。
た
し
か
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
（
後
述
）
に
お
い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
通
り
、
基
本
法
の

学
問
の
自
由
保
障
か
ら
、
学
問
の
質
を
評
価
す
る
こ
と
や
、
そ
の
評
価
に
基
づ
い
て
リ
ソ
ー
ス
配
分
を
行
う
こ
と
の
禁
止
が
導
き
出
さ
れ

る
こ
と
は
な
）
33
（

い
。
し
か
し
、W

endt

が
適
切
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
学
研
究
者
の
実
績
評
価
は
、
実
際
に
は
往
々
に
し
て
、
出
版

物
等
の

―
学
問
的
な
質0

で
は
な
く

―
単
な
る
数0

・
量0

を
基
準
と
し
て
、
形
式
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
）
34
（

う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ま
で
の
経
験
を
踏
ま
え
つ
つ
、
学
術
的
意
義
を
よ
り
正
確
に
評
価
す
る
た
め
の
基
準
を
作
り
、
よ
り
実
質
的

か
つ
「
学
問
適
合
的
」
な
判
断
を
行
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
）
35
（

う
。
な
お
、
学
説
上
は
、
学
問
的
実
績
を
国
が
評
価
す

る
こ
と
は
、
学
問
の
自
由
に
対
す
る
事
実
上
の
侵
害
で
あ
る
（
そ
れ
ゆ
え
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
）
と
解
さ
れ
て
い
）
36
（
る
。

4　

統
率
機
関
の
権
限
強
化

―
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
意
思
決
定
構
造

　

ま
ず
、
用
語
に
つ
い
て
整
理
を
し
て
お
き
た
い
。
大
学
の
機
関
は
、
①
同
僚
機
関
（Kollegialorgane

）
と
②
統
率
機
関
（Leitungsor-
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gane

）
と
に
分
け
ら
れ
）
37
（
る
。
前
者
に
属
す
る
の
は
、
①
―
ａ
大
学
教
員
の
グ
ル
ー
プ
代
表
を
中
心
に
、
助
手
、
学
生
等
の
グ
ル
ー
プ
代
表

を
加
え
て
構
成
さ
れ
る
理
事
会
（Senat

）
及
び
、
①
―
ｂ
学
部
・
学
科
の
同
様
の
機
関
で
あ
る
学
部
〔
学
科
〕
評
議
会
（Fakultäts- bzw. 

Fachbereichsrat

）
と
い
っ
た
合
議
制

0

0

0

機
関
で
あ
り
、
他
方
、
後
者
は
②
―
ａ
大
学
総
長
（Präsident

）（
な
い
し
学
長
〔Rektor

〕）、
②
―
ｂ

学
部
長
と
い
っ
た
、
学
内
で
の
意
思
統
一
を
単
独
（
な
い
し
、
ご
く
少
人
数
）
で
担
う
機
関
で
あ
る
。

　

近
時
の
大
学
改
革
で
は
、
大
学
あ
る
い
は
学
部
を
代
表
し
て
、
各
研
究
所
・
研
究
者
の
学
術
成
果
の
評
価
を
行
い
、
リ
ソ
ー
ス
配
分
を

担
当
す
る
統
率
機
関
に
権
限
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
迅
速
か
つ
効
果
的
な
決
定
を
行
う
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
私
企
業
で
あ
れ
ば
、
市
場
の
動
き
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
決
定
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
可
能
な
限
り
独
立
し
た
、

（
場
合
に
よ
っ
て
は
独
断
的
に
決
定
を
行
い
う
る
）
強
い
企
業
幹
部
が
必
要
と
さ
れ
）
38
（
る
。
そ
こ
で
、
大
学
に
つ
い
て
も
、
合
議
体
に
お
け
る
長

い
協
議
を
経
な
け
れ
ば
決
定
を
下
し
え
な
い
、
と
い
う
従
来
の
体
質
を
変
え
る
べ
く
、
取
締
役
会
や
監
査
役
会
を
中
心
と
す
る
私
企
業
の

組
織
構
造
が
、
改
革
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
の
で
あ
）
39
（
る
。

　

と
は
い
え
、
一
般
論
と
し
て
は
、
合
議
制
を
特
徴
と
す
る
同
僚
機
関
の
ほ
う
が
、
学
問
の
自
由
保
障
に
よ
り
適
合
的
で
あ
る
と
言
え
よ

う
（
大
学
組
織
に
お
け
る
同
僚
原
則
〔Kollegialprin
）
40
（zip
〕）。
と
り
わ
け
、
統
率
機
関
に
よ
る
独
断
的
決
定
は
、
個
人
の
選
考
が
反
映
さ
れ
や

す
い
の
に
対
し
て
、
同
僚
機
関
の
決
定
は
、
理
解
、
合
意
に
向
け
た
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
合
理
性
が
高
め
ら
れ
、
全

体
の
利
益
調
整
が
な
さ
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
個
人
の
学
問
の
自
由
の
保
障
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
同
僚
機
関
に
お
け
る
決
定
が
基
本
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
）
41
（

い
。
そ
の
う
え
で
、（
リ
ソ
ー
ス
配
分
な
ど
の
）
合
意
、
妥

協
が
困
難
な
決
定
を
効
果
的
に
行
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
統
率
機
関
の
権
限
強
化
が
図
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
基
本
権
保
持
者
と

し
て
の
個
々
の
研
究
者
が
、
統
率
機
関
に
対
し
て
監
督
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
う
る
よ
う
、
予
備
的
措
置
が
採
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
）
42
（

い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
同
僚
機
関
に
よ
る
統
率
機
関
の
選
任
・
罷
免
と
い
っ
た
方
法
で
行
わ
れ
う
る
（
詳
し
く
は
、
後
述
の
二
つ
の
決
定

を
参
照
）。
そ
し
て
、
自
由
な
学
問
営
為
に
対
す
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
統
率
機
関
へ
の
権
限
集
中
が
強
ま
れ
ば
強
ま
る
ほ
ど
、
そ
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れ
に
応
じ
て
、
同
僚
機
関
に
よ
る
監
督
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（„je-desto

“ 
公
）
43
（

式
）。

5　

大
学
評
議
会
（H

ochschulrat

）
の
設
置

　

成
果
に
応
じ
た
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
資
金
配
分
に
加
え
て
、
一
九
九
〇
年
以
降
の
大
学
改
革
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
経
済

界
等
の
外
部
の
意
見
を
大
学
運
営
に
反
映
さ
せ
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
の
中
心
的
な
機
関
が
大
学
評
議
会
で
あ
）
44
（

る
。
こ
れ
は
、
ア
メ
リ

カ
の
大
学
の
運
営
委
員
会
（board of trustees

）
の
シ
ス
テ
ム
に
な
ら
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
）
45
（
り
、
経
済
や
経
営
に
関
す
る
専
門
家

を
大
学
行
政
に
組
み
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
期
待
に
沿
う
よ
う
大
学
運
営
を
変
革
す
る
こ
と
（
＝
「
社
会
と
大
学
の
橋
渡
し
機
能
」）

を
目
的
と
し
て
い
る
と
さ
れ
）
46
（
る
。
州
に
よ
り
、
大
学
構
成
員
を
メ
ン
バ
ー
に
含
む
大
学
評
議
会
も
あ
れ
ば
、
外
部
者
の
み
で
構
成
さ
れ
る

も
の
も
存
在
す
）
47
（

る
。
そ
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
は
激
し
く
争
わ
れ
て
き
）
48
（

た
。

　

ま
ず
、
大
学
評
議
会
は
、
運
営
に
関
し
て
単
に
意
見
を
述
べ
る
限
り
で
は
、
憲
法
上
の
問
題
を
有
し
な
い
が
、
拘
束
力
を
伴
う
決
定
権

限
を
行
使
す
る
場
合
、
民
主
的
正
統
性
な
ら
び
に
学
問
の
自
由
（
な
い
し
大
学
の
自
己
行
政
）
の
保
障
の
観
点
で
、
憲
法
上
の
問
題
を
生
じ

さ
せ
る
と
さ
れ
）
49
（
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
民
主
的
正
統
性
（
基
本
法
二
〇
条
一
項
、
同
条
二
項
一
文
、
二
八
条
一
項
一
文
）
の
観
点
か
ら
大
学
評
議
会
の
憲
法
適
合

性
を
疑
う
見
）
50
（

解
は
、
そ
の
射
程
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
立
大
学
が
遂
行
す
る
事
項
の
中
で
、
国
家
権
力
（Staatsge-

w
alt

）
の
行
使
と
同
定
し
う
る
も
の
は
存
在
す
る
が
、
数
と
し
て
は
そ
う
多
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
学
問
の
自

由
保
障
は
、
国
家
及
び
民
主
的
決
定
か
ら
自
由
な
基
本
権
的
領
域
を
保
障
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
民
主
制
原
理
の
適
用
は
（
純
粋
学
術
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
）
免
除
さ
れ
て
い
る
と
考
え
う
る
た
め
で
あ
）
51
（
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
大
学
評
議
会
の
憲
法
適
合
性
は
、
多
く
の
場
合
、
学
問
の
自
由
な
い
し
大
学
の
自
己
行
政

―
と
り
わ
け
、
そ
の
核
心

と
し
て
の
学
問
の
固
有
法
則
性
の
保
護

―
の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
保
障
か
ら
は
、
学
術
研
究
に
直
接
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に
関
わ
る
案
件
に
つ
い
て
、
大
学
教
員
の
決
定
権
が
相
当
程
度
で
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

6　

人
事
制
度
・
給
与
制
度
の
柔
軟
化

　

期
限
付
き
教
授
の
制
度
が
、
あ
ら
ゆ
る
州
の
大
学
法
で
（
法
的
に
は
）
可
能
と
な
っ
て
い
）
52
（
る
。
助
手
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
数
年
前
か

ら
期
限
付
き
採
用
が
実
践
さ
れ
て
お
り
、
無
期
限
採
用
が
む
し
ろ
例
外
と
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
）
53
（
る
。
期
限
付
き
採
用
に
よ
り
人
材
の
流
動

性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
研
究
者
・
大
学
間
の
競
争
を
促
進
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
）
54
（

る
。

　

人
事
制
度
だ
け
で
な
く
、
大
学
教
員
の
給
与
制
度
も
大
幅
に
改
革
さ
れ
た
。
従
来
、
ド
イ
ツ
の
大
学
教
員
の
俸
給
制
度
は
、
原
則
と
し

て
勤
務
年
数
に
応
じ
て
額
が
上
が
る
Ｃ
俸
給
（C-Besoldung

）
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
二
〇
〇
一
／
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
の
大
学
俸
給
改
革

を
経
て
、
業
績
を
よ
り
強
く
志
向
す
る
Ｗ
俸
給
（W

-Besoldung

）
が
導
入
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
で
は
、
大
学
教
員
は
、
基
本
給

（G
rundgehalt

）
に
加
え
、
研
究
・
教
育
に
お
け
る
特
別
な
実
績
・
職
務
に
応
じ
て
業
績
給
（Leistungsbezüge

）
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
の

目
的
は
、
柔
軟
性
に
富
み
、
競
争
を
促
進
す
る
給
与
形
態
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
教
育
と
研
究
の
効
率
及
び
質
を
高
め
る
こ
と
と
さ
れ
た

が
、
他
方
で
、
資
金
の
節
約
と
い
う
目
的
も
導
入
の
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
）
55
（
る
。
例
え
ば
、
Ｗ
俸
給
の
最
終
的
な
基
本
給

は
、
Ｃ
俸
給
の
そ
れ
に
比
べ
て
約
二
五
％
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
）
56
（
れ
、
さ
ら
に
、
二
〇
一
二
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で

は
Ｗ
２
・
Ｗ
３
俸
給
の
職
に
あ
る
教
授
の
う
ち
二
三
％
が
、
業
績
給
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
）
57
（
た
。

　

人
事
制
度
・
給
与
制
度
の
流
動
化
は
、
短
期
的
に
は
大
学
の
実
績
を
高
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
効
果
が
あ
る
反
面
で
、
個
々
の
研
究
者

が
、
雇
用
契
約
の
継
続
な
い
し
給
与
の
増
額
に
向
け
た
研
究
・
教
育
の
方
向
付
け
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
学
問
の
自
由
が
間
接
的
に
侵

害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
基
本
給
の
減
額
は
、
民
間
に
よ
る
第
三
者
資
金
の
獲
得
競
争
を
過
熱
さ
せ
る
が
、
学
問
領
域
に
よ
っ

て
は
、
第
三
者
資
金
は
研
究
結
果
や
研
究
内
容
へ
の
影
響
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
学
問
の
独
立
性
を
脅
か
す
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
第
三
者
資
金
の
応
募
獲
得
に
適
さ
な
い
抽
象
理
論
的
な
基
礎
研
究
に
つ
い
て
は
、
特
別
な
配
慮

が
求
め
ら
れ
よ
う
。
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三　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ
の
決
定

　

続
い
て
、
こ
こ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
大
学
改
革
の
合
憲
性
が
実
際
に
争
わ
れ
た
二
つ
の
事
案
を
紹
介
し
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た

い
。

㈠　

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
（
二
〇
〇
四
年
）

1　

事　

案

　

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
大
学
法
（
以
下
、「
Ｂ
法
」
と
す
る
）
の
大
幅
改
正
（
一
九
九
九
年
五
月
）
に
よ
り
、
大
学
の
統
率
機
関
の
決
定
権

限
は
強
化
さ
れ
、
さ
ら
に
、
業
績
の
評
価
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
リ
ソ
ー
ス
配
分
が
規
定
さ
れ
た
。
本
件
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
の
二

つ
の
大
学
の
諸
学
部
及
び
教
授
ら
が
、
当
該
法
改
正
に
よ
り
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
（
＝
「
…
…
学
問
、
研
究
及
び
教
授
は
自
由
で
あ

る
。」）
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
争
っ
た
事
案
で
あ
り
、
本
決
定
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
の
大
学
改
革
に
よ
り
生
ま
れ
た

「
新
た
な
タ
イ
プ
」
の
大
学
法
に
つ
い
て
初
め
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
判
断
を
下
し
た
も
の
で
あ
）
58
（
る
。
本
件
憲
法
異
議
申
立
は
、
理
由
が

な
い
も
の
と
し
て
棄
却
さ
れ
た
。

2　

判　

旨

　

⑴　

学
問
の
自
由
の
意
義

―
防
御
権
的
内
実
と
客
観
法
的
側
面

　

学
問
の
自
由
は
、
個
人
の
自
由
権
に
加
え
て
、「
学
問
、
研
究
及
び
国
家
と
の
関
係
を
規
律
す
る
、
価
値
決
定
的
な
客
観
的
原
則
規

範
」
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
価
値
決
定
は
、
文
化
国
家
と
自
己
を
理
解
す
る
国
家
が
、
自
由
な
学
問
の
理
念
と
そ
の
実
現
に
協
力
す
る
こ

と
の
保
障
を
含
む
。
そ
れ
に
基
づ
き
国
家
は
、
適
切
な
組
織
上
の
措
置
に
よ
っ
て
、
自
由
な
学
問
活
動
が
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
る
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義
務
を
負
う
。

　

学
問
は
、
原
則
的
に
他
者
決
定
か
ら
自
由
な
、
自
己
責
任
的
領
域
で
あ
る
。
学
問
の
自
由
の
基
礎
に
あ
る
の
は
、
社
会
的
な
有
用
性
や

政
治
的
な
合
目
的
性
と
い
っ
た
観
念
か
ら
自
由
な
学
問
こ
そ
が
、
結
果
的
に
国
家
及
び
社
会
に
最
も
奉
仕
す
る
、
と
い
う
思
考
で
あ
る
。

学
問
領
域
を
保
障
す
る
た
め
、「
基
本
法
五
条
三
項
一
文
は
、
単
に
、
国
家
に
よ
る
命
令
・
禁
止
か
ら
の
自
由
の
み
を
保
障
す
る
の
で
は

な
く
、
国
家
に
対
し
、
保
護
と
促
進
を
も
義
務
付
け
、
学
問
に
従
事
す
る
者
に
対
し
、
公
的
リ
ソ
ー
ス
及
び
学
問
事
業
組
織
へ
の
配
分
参

加
（Teilhabe

）
を
保
障
す
る
」。

　

⑵　

合
憲
性
審
査
の
手
法

―
「
構
造
的
危
険
」
の
基
準

　

組
織
に
関
す
る
規
範
の
合
憲
性
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、「
当
該
規
定
に
よ
っ
て
、
自
由
な
学
問
活
動
と
任
務
遂
行
が
、
構
造
的
に
危
険

に
晒
さ
れ
る
か
否
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
」
る
（「
構
造
的
危
険
」
の
基
準
）。
し
か
し
、
個
々
の
事
例
に
お
け
る
学
問
の
自
由
侵
害
を
、
組

織
規
範
に
よ
っ
て
完
全
に
除
外
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
は
、
個
別
の
法
的
対
抗
措
置
に
よ
る
保
護
で
足
り
る
。
ま

た
、
大
学
に
お
け
る
決
定
の
大
半
は
、
学
問
活
動
の
核
心
領
域
に
直
接
触
れ
る
も
の
で
な
く
と
も
、
間
接
的
な
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と

か
ら
、
自
由
な
学
問
活
動
に
対
す
る
単
に
仮
説
的
な
危
険
が
存
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、（
違
憲
性
を
認
め
る
の
に
）
十
分
で
は
な
い
。

　

基
本
権
保
持
者
の
組
織
的
自
己
決
定
を
十
分
に
保
障
す
る
限
り
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
社
会
全
体
の
責
任
を
代
表
し
て
、
学
問
組
織

の
諸
任
務
と
関
係
者
の
利
益
に
適
切
な
均
衡
を
も
た
ら
す
た
め
、
学
問
事
業
体
を
自
由
に
規
律
し
う
る
。
こ
の
任
務
に
と
っ
て
は
、
特
定

の
利
益
に
方
向
付
け
ら
れ
た
学
問
の
自
由
の
担
い
手
よ
り
も
、
議
会
立
法
者
が
よ
り
適
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
立
法
者
は
受
け
継
が
れ
て

き
た
大
学
の
構
造
や
、
そ
の
個
々
の
要
素
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
立
法
者
は
、
新
し
い
モ
デ
ル
を
発
展
さ
せ
試
す
こ
と
が
単
に
許

容
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
か
ね
て
か
ら
の
組
織
形
態
を
批
判
的
に
考
察
し
、
時
代
に
適
合
す
る
よ
う
改
革
す
る
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
て
さ
え
い
る
。

　

⑶　

あ
て
は
め
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基
本
法
五
条
三
項
一
文
か
ら
は
、
独
断
的
（m

onokratisch

）
な
統
率
機
関
に
対
す
る
同
僚
機
関
の
優
位
は
導
か
れ
な
い
。
学
問
の
自

由
に
対
す
る
構
造
的
な
危
険
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
活
動
が
内
容
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
組
織
的
な
予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い

る
限
り
で
は
、
学
問
に
関
す
る
案
件
に
つ
い
て
も
、
独
断
的
な
統
率
機
関
の
決
定
権
限
が
許
容
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
統
率
機
関
に
よ
る
教
育
・
研
究
の
評
価
、
及
び
そ
れ
に
よ
る
資
金
の
割
当
て
に
つ
い
て
は
、
憲
法
適
合
的
に
解
釈
す
る
限
り
で

合
憲
で
あ
る
。
学
問
的
な
質
を
評
価
す
る
こ
と
の
禁
止
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
資
金
の
割
当
て
に
結
び
付
け
る
こ
と
の
禁
止
は
、
基
本
法
五

条
三
項
一
文
か
ら
導
か
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
学
問
に
と
っ
て
異
質
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
ず
、
成
果
は
学

問
適
合
的
に
（w

issenschaftsadäquat

）
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
基
準
決
定
の
手
続
き
に
は
、
学
問
を
代
表
す
る
者
を
適
切
に

参
加
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
基
準
は
学
問
分
野
に
応
じ
て
様
々
で
あ
り
う
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
う
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
確
実
か
つ
長
期
的
に
し
か
成
果
を
あ
げ
ら
れ
な
い
抽
象
的
理
論
的
な
基

礎
研
究
に
対
し
て
、
短
期
的
に
成
果
が
あ
げ
ら
れ
る
応
用
研
究
も
存
在
す
る
た
め
、
分
野
ご
と
の
差
異
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

応
募
獲
得
に
よ
る
第
三
者
資
金
な
ど
の
単
一
の
基
準
に
完
全
に
依
拠
し
て
評
価
す
る
場
合
、
そ
う
い
っ
た
差
異
を
正
当
に
評
価
し
え
な
い

だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
学
問
評
価
の
方
法
が
国
際
的
に
も
国
内
的
に
も
定
ま
っ
て
い
な
い
現
時
点
で
は
、
立
法
者
は
そ
の
判
断
余
地

（Einschätzungsspielraum

）
と
予
測
余
地
（Prognosespielraum

）
の
範
囲
内
で
、
基
準
形
成
を
大
学
内
部
の
手
続
き
に
委
ね
る
よ
う
な
一

つ
の
モ
デ
ル
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
法
の
規
定
す
る
基
準
形
成
プ
ロ
セ
ス
は
、
学
問
の
自
由
へ
の
構
造
的
危
険
を
生
じ
さ
せ
て

い
な
い
が
、
立
法
者
は
監
視
義
務
を
負
っ
て
お
り
、「
学
問
適
合
的
で
な
い
基
準
の
適
用
に
よ
り
学
問
の
自
由
に
対
す
る
危
険
が
生
じ
た

場
合
に
は
、
直
ち
に
事
後
的
是
正
義
務
が
生
じ
る
」。

　

評
価
に
応
じ
た
資
金
配
分
に
関
す
る
権
限
に
は
、
Ｂ
法
四
条
二
項
の
研
究
の
自
由
の
保
障
か
ら
、
制
約
が
生
じ
る
。「
特
に
、
直
接
に

『
市
場
に
流
通
』（„m

arktgängig

“）
す
る
こ
と
は
な
く
、
短
期
的
に
は
ほ
と
ん
ど
適
切
に
評
価
さ
れ
え
な
い
基
礎
研
究
に
つ
い
て
は
、
基

本
装
備
（G

rundausstattung

）
を
通
じ
て
保
障
さ
れ
た
領
域
が
、
失
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
資
金
割
当
に
際
し
て
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は
、（
す
べ
て
の
研
究
者
が
）
い
か
な
る
場
合
も
学
術
研
究
・
教
授
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
、
人
的
・
物
的
リ
ソ
ー
ス
が
割
り

当
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

大
学
統
率
職
の
人
事
に
関
す
る
規
定
も
、
基
本
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
大
学
統
率
は
、
大
学
の
自
己
行
政
の
み
な
ら
ず
、
国

家
的
任
務
に
も
携
わ
る
た
め
、
そ
の
人
事
は
国
家
と
大
学
の
共
同
管
理
の
案
件
（Kondom

inialangelegenheit

）
で
あ
る
。
人
事
は
た
し

か
に
学
問
に
間
接
的
に
関
連
し
て
お
り
、
学
問
の
自
由
の
保
持
者
に
よ
る
十
分
な
影
響
行
使
が
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
大

学
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
物
を
指
名
す
る
行
為
の
み
に
大
学
外
部
の
影
響
を
制
限
す
る
国
家
の
義
務
が
、
基
本
法
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は

な
い
。

　

州
大
学
評
議
会
（Landeshochschulrat

）

―
そ
の
構
成
員
（
一
〇
名
）
は
、
州
政
府
首
相
に
よ
り
、
大
学
を
所
轄
す
る
州
政
府
構
成

員
の
提
案
に
基
づ
き
、
大
学
の
聴
聞
を
経
た
上
で
、
州
議
会
の
所
轄
委
員
会
と
の
合
意
の
も
と
、
決
定
さ
れ
る
（
Ｂ
法
六
三
条
五
項
）

―
が
有
す
る
、
大
学
統
率
の
選
出
に
関
す
る
提
案
権
（
Ｂ
法
六
三
条
二
項
四
号
）
は
、
憲
法
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
基
本
権
的
自

由
の
領
域
に
お
け
る
（
大
学
と
い
う
）
組
織
を
、
一
方
で
国
家
か
ら
自
由
に
し
、
他
方
で
公
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
く
た
め
に
、

独
立
の
委
員
会
（unabhängige G

rem
ien

）
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
、
憲
法
上
疑
義
が
な
い
。
ま
さ
に
学
問
の
自
由
の
領
域
に
お
い
て
は
、

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
的
に
特
徴
付
け
ら
れ
た
従
来
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
段
を
制
限
す
る
こ
と
が
、
当
該
基
本
権
に
奉
仕
す
る
。
州
大
学
評

議
会
の
任
務
は
、
主
に
助
言
や
推
薦
を
行
う
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
学
長
選
挙
の
候
補
者
の
提
案
権
限
は
、
理
事
会

―
そ
の

構
成
員
（
一
一
名
）
の
う
ち
過
半
数
の
六
名
が
大
学
教
員
で
あ
る
（
Ｂ
法
六
七
条
三
項
）

―
と
の
合
意
の
も
と
、
行
使
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

理
事
会
に
は
、
学
長
の
選
任
及
び
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
る
解
任
評
決
の
権
限
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
学
科
長
及
び
学
科
長
代
理
に
つ
い
て
学
長
が
有
す
る
提
案
権
（
Ｂ
法
七
三
条
一
項
一
文
）
も
ま
た
、
学
問
の
自
由
と
合
致
す
る
。

学
科
が
そ
の
幹
部
を
自
分
た
ち
の
み
で
選
出
す
る
と
い
う
権
限
は
、
基
本
法
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
い
。
た
し
か
に
学
科
は
教
育
と
研
究
の

基
本
単
位
で
は
あ
る
が
、
学
科
幹
部
は
大
学
の
一
部
分
を
な
し
て
お
り
、
大
学
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
学
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科
幹
部
は
、
そ
の
過
半
数
が
大
学
教
員
に
よ
り
占
め
ら
れ
て
い
る
学
科
評
議
会
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
際
、
学
科
評

議
会
の
メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
の
み
で
な
く
、
そ
こ
に
所
属
す
る
大
学
教
員
の
過
半
数
が
な
け
れ
ば
、
投
票
は
有
効
に
な
ら
な
い
（
Ｂ
法
七

三
条
一
項
一
文
及
び
二
文
）。
そ
れ
に
加
え
て
、
学
科
評
議
会
は
学
科
長
の
任
務
遂
行
に
際
し
て
の
監
督
権
及
び
包
括
的
な
情
報
権
（
Ｂ
法
七

四
条
二
項
）、
さ
ら
に
は
、
三
分
の
二
以
上
の
議
決
に
よ
る
学
科
幹
部
の
解
任
評
決
権
も
有
し
て
い
る
（
Ｂ
法
七
三
条
一
項
四
文
及
び
七
四
条

一
項
六
号
）。
さ
ら
に
、（
学
部
長
及
び
副
学
部
長
の
）
選
出
提
案
権
は
、
学
科
に
所
属
す
る
大
学
教
員
に
制
限
さ
れ
て
い
る
（
Ｂ
法
七
三
条
一

項
一
文
）。

㈡　

ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
（
二
〇
一
〇
年
）

1　

事　

案

　

本
件
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
の
教
授
が
、
二
〇
一
〇
年
に
最
終
改
正
さ
れ
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
大
学
法
（
以
下
、「
Ｈ
法
」
と
す

る
）
九
〇
条
及
び
九
一
条
が
、
基
本
法
五
条
三
項
一
文
の
学
問
の
自
由
に
違
反
す
る
と
主
張
し
、
憲
法
異
議
申
立
を
行
っ
た
事
案
で
あ
る
。

　

Ｈ
法
九
〇
条
は
、
学
部
長
（
一
名
）、
副
学
部
長
（
複
数
名
）、
及
び
事
務
局
長
（Geschäftsführer/in ;

一
名
）
か
ら
な
る
学
部
長
室
（D

e-

kanat

）
の
法
的
地
位
及
び
任
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
同
法
九
一
条
は
、（
議
席
の
絶
対
的
過
半
数
〔absolute M

ehrheit

〕
を
大
学
教
員
が

占
め
る
）
学
部
評
議
会
（Fakultätsrat

）
の
法
的
地
位
及
び
任
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
両
条
文
と
も
、
学
部
評
議
会
に

と
っ
て
不
利
に
な
る
よ
う
改
正
さ
れ
た
。
異
議
申
立
人
は
、
学
部
長
室
に
よ
る
単
独
的
支
配
が
進
む
結
果
と
し
て
、
学
問
に
関
連
す
る
決

定
に
つ
い
て
自
身
が
有
す
る
配
分
参
加
（Teilhabe

）
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
憲
法
異
議
申
立
は
、
部
分
的
に
理
由
が
あ

る
も
の
と
さ
れ
た
。

2　

判　

旨

　

Ｈ
法
九
〇
条
及
び
九
一
条
に
お
け
る
、
学
部
長
室
の
任
命
（Bestellung

）
及
び
そ
の
権
限
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ら
の
共
同
作
用
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（Zusam
m
enw

irken

）
に
お
い
て
、
基
本
法
五
条
三
項
の
要
求
を
適
切
に
考
慮
し
て
い
な
い
。

　

⑴　

学
問
の
自
由
の
意
義
・
合
憲
性
審
査
の
手
法

　
〔
学
問
の
自
由
の
意
義
に
関
す
る
判
示
、
な
ら
び
に
「
構
造
的
危
険
」
の
基
準
を
採
用
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
と
全
く

同
じ
で
あ
る
た
め
、
省
略
す
る
。〕

　

⑵　

基
本
権
保
持
者
の
参
加
の
意
義

　

た
し
か
に
、
大
学
組
織
の
決
定
の
学
問
適
合
性
を
確
保
す
る
た
め
の
研
究
者
の
配
分
参
加
（Teilhabe

）
は
、
必
ず
し
も
伝
統
的
な
自

己
行
政
の
方
法
で
な
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
学
問
の
自
由
の
保
持
者
が
、
大
学
組
織
に
お
け
る
自
分
た
ち
の
代
表
者
を
通
じ
て
、

学
問
の
自
由
に
対
す
る
危
険
を
防
御
し
、
さ
ら
に
、
学
問
の
自
由
を
実
効
化
す
る
た
め
、
自
身
の
専
門
的
権
能
を
大
学
に
提
供
し
う
る
よ

う
に
す
る
こ
と
が
、
組
織
規
定
を
通
じ
た
学
問
の
自
由
保
障
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
立
法
者
は
、
基
本
権
保
持
者
の
参
加

（Partizipation

）
を
十
分
な
レ
ベ
ル
で
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

⑶　

総
体
評
価
の
必
要
性

　

立
法
者
が
形
成
し
た
大
学
組
織
の
全
体
構
造
が
、
学
問
従
事
者
に
対
し
て
十
分
な
影
響
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
を
与
え
て
お
り
、
大

学
組
織
決
定
の
学
問
適
合
性
を
保
障
し
て
い
る
と
言
え
る
か
否
か
は
、
総
体
評
価
（G

esam
tw

ürdigung

）
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
。
た
と
え

統
率
機
関
の
個
々
の
権
限
が
、
そ
れ
自
体
で
は
憲
法
適
合
的
と
判
断
さ
れ
、
さ
ら
に
統
率
機
関
の
任
免
に
際
し
て
大
学
教
員
の
影
響
力
が

保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
組
織
的
な
全
体
構
造
（G

esam
tgefüge

）
が
、
総
体
と
し
て
違
憲
と
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
と

り
わ
け
、
学
問
に
関
連
す
る
領
域
で
の
実
質
的
な
（substantiell

）
人
的
・
物
的
決
定
権
限
が
統
率
機
関
に
割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
と
比
較
し
て
、
大
学
教
員
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
委
員
会
に
権
限
が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
協
働
権
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権

（M
itw

irkungs- und Kontrollrechte

）
も
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
場
合
に
当
て
は
ま
る
。
た
し
か
に
立
法
者
は
、
学
問
に
関
連
す
る
領
域

に
お
い
て
も
、
統
率
機
関
に
対
し
包
括
的
権
限
を
認
め
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
立
法
者
が
、
統
率
機
関
に
与
え
る
権
限
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を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
、
教
授
・
研
究
の
自
由
に
対
す
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
、
同
僚
機
関
が
有
す
る
直
接
な
い
し
間
接
の
協
働
権
、

影
響
権
、
情
報
権
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
、
反
対
に
、
よ
り
強
く
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

　
「
そ
の
活
動
が
内
容
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
問
の
自
由
の
構
造
的
な
危
険
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
組
織
的
な
予
防
措
置
が
講

じ
ら
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
学
問
に
関
連
す
る
案
件
に
つ
い
て
も
、
独
断
的
な
統
率
機
関
の
決
定
権
限
が
許
容
さ
れ
る
」
が
、
本
事
案
で

は
そ
れ
が
十
分
で
は
な
い
。「
学
部
長
室
は
、
教
授
と
研
究
を
統
御
（Steuerung

）
す
る
包
括
的
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
権

限
は
、〔
学
部
評
議
会
の
〕
協
働
権
限
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
限
に
よ
っ
て
、
補
塡
さ
れ
て
い
な
い
」。

　

⑷　

あ
て
は
め

　

ま
ず
、
教
授
の
業
績
給
（Leistungsbezüge

）
の
支
払
い
に
関
す
る
学
部
長
室
の
提
案
権
限
（
Ｈ
法
九
〇
条
五
項
三
号
）
は
、
憲
法
上
疑

義
が
な
く
、
授
業
義
務
に
つ
い
て
の
学
部
長
室
の
決
定
権
限
（
同
項
四
号
）
も
、
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
同
様
に
憲
法
上
の
疑
義

が
な
い
。
さ
ら
に
、
教
授
の
招
聘
提
案
に
つ
い
て
の
学
部
長
室
の
議
決
権
限
（
同
項
二
号
後
段
）
及
び
、
Ｈ
法
の
諸
規
定
に
よ
る
招
聘
手

続
の
形
態
も
ま
た
、
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
れ
ば
基
本
法
五
条
三
項
一
文
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
①
総
長
室
（Präsidi

）
59
（um

）
に
よ
り
学
部
に
割
り
当
て
ら
れ
た
予
算
の
管
理
、
②
学
部
内
の
ポ
ス
ト
（Stellen

）
の
割

当
て
の
決
定
（
Ｈ
法
九
〇
条
五
項
一
号
）、
さ
ら
に
、
③
現
在
空
い
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
こ
れ
か
ら
空
く
こ
と
に
な
る
）
教
授
職
及
び
ジ
ュ
ニ

ア
教
授
職
の
ポ
ス
ト
の
今
後
の
利
用
（
Ｈ
法
一
四
条
一
項
）
に
つ
き
、
大
学
の
構
造
計
画
及
び
発
展
計
画
を
基
礎
と
し
て
審
査
す
る
（
Ｈ
法

九
〇
条
五
項
二
号
前
段
）
と
い
う
、
学
部
長
室
の
諸
権
限
に
つ
い
て
は
、
補
完
的
な
受
皿
管
轄
権
（subsidiäre Auffangzuständigkeit

）（
同

項
七
号
）
と
結
び
付
く
結
果
、
十
分
に
内
容
的
に
制
限
さ
れ
、
組
織
的
な
予
防
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
学
問
の
自
由
と

合
致
し
な
い
。

　

学
部
長
室
の
権
限
を
限
定
す
る
諸
規
定
（
法
九
〇
条
五
項
一
号
、
二
号
前
段
）
が
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、「
学
部
長
室
に
は
、
資
金
と
ポ

ス
ト
の
割
当
て
な
ら
び
に
ポ
ス
ト
の
使
用
に
関
す
る
決
定
を
通
じ
て
、
教
授
と
研
究
の
形
成
に
関
す
る
極
め
て
重
大
な
影
響
力
が
残
さ
れ
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て
い
る
」。

　

そ
こ
に
さ
ら
に
、
学
部
長
室
の
受
皿
管
轄
権
（
Ｈ
法
九
〇
条
五
項
七
号
）
が
付
け
加
わ
る
。
そ
の
よ
う
な
補
完
的
な
管
轄
権
を
、
同
僚
機

関
で
は
な
く
、
学
部
長
室
と
い
う
統
率
機
関
に
対
し
て
付
与
す
る
こ
と
も
、
原
則
と
し
て
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
疑
義
が
存
し
、

か
つ
決
定
的
な
の
は
、
学
部
評
議
会
に
、
そ
の
他
の
点
で
も
は
や
ほ
と
ん
ど
実
質
的
な
決
定
権
限
が
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
学

部
評
議
会
の
学
則
制
定
権
は
、
大
学
に
お
け
る
試
験
、
学
生
の
規
律
、
あ
る
い
は
大
学
選
抜
手
続
と
い
っ
た
、
数
少
な
い
領
域
に
限
定
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
課
程
（Studiengänge

）
の
創
設
、
変
更
及
び
廃
止
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
構
造
計
画
及
び
発
展
計
画
の

枠
内
に
収
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
大
学
教
員
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
及
ぼ
し
え
な
い
。
ま
た
、
教
授
の
招
聘
提

案
に
つ
い
て
、
学
部
評
議
会
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
態
度
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
学
部
長
室
に
認
め
ら
れ
た

豊
富
な
権
限

―
し
か
も
そ
れ
は
、
主
と
し
て
学
問
に
関
連
す
る
領
域
に
関
わ
っ
て
い
る

―
と
比
較
し
て
、
学
部
評
議
会
に
は
、
も
は

や
ほ
と
ん
ど
実
質
的
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

学
部
長
室
が
有
す
る
広
範
囲
に
わ
た
る
統
御
可
能
性
は
、
基
本
権
保
持
者
の
代
表
機
関
と
し
て
の
学
部
評
議
会
が
有
す
る
、
直
接
な
い

し
間
接
の
協
働
権
、
影
響
権
、
情
報
権
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
（
Ｈ
法
九
〇
条
、
九
一
条
）
を
通
じ
て
、
十
分
に
補
塡
さ
れ
て
は
い
な
い
。
学

部
評
議
会
に
と
り
わ
け
欠
け
て
い
る
の
は
、
構
造
計
画
及
び
発
展
計
画
の
作
成
に
つ
い
て
協
働
す
る
権
利
で
あ
る
。
大
学
の
構
造
計
画
及

び
発
展
計
画
が
、
ま
ず
学
科
（Fachbereiche

）
か
ら
出
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
法
的
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

学
部
評
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
と
し
て
法
が
予
定
し
て
い
る
の
は
、
詳
細
に
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
「
学
部
長
室
の 

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」（
Ｈ
法
九
一
条
二
項
八
号
後
段
）
及
び
「
学
部
の
全
案
件
に
つ
い
て
の
態
度
表
明
」（
Ｈ
法
九
一
条
二
項
九
号
）
の
権
利
の
み

で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｈ
法
九
一
条
二
項
の
任
務
カ
タ
ロ
グ
に
よ
れ
ば
、
学
部
評
議
会
に
は
、
学
部
長
室
に
対
す
る
有
意
義
か
つ
効
果
的
な

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
行
使
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
包
括
的
情
報
権
す
ら
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

学
部
長
室
の
選
任
に
つ
い
て
、
学
部
評
議
会
は
限
ら
れ
た
協
働
権
し
か
有
し
て
お
ら
ず
、
総
長
室
に
よ
り
選
ば
れ
た
学
長
を
単
に
承
認
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す
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
大
学
法
と
は
異
な
り
、
学
部
評
議
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
学
部
長
を
解
任
す
る

総
長
室
の
権
限
は
、
当
該
学
科
に
所
属
す
る
大
学
教
員
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
学
部
に
所
属
す
る
大
学
教
員
以
外
か
ら
学

長
が
選
出
さ
れ
る
可
能
性
も
存
す
る
。
た
し
か
に
、
総
長
室
に
よ
り
学
部
長
が
選
出
さ
れ
、
学
部
評
議
会
は
そ
れ
を
単
に
承
認
す
る
と
す

る
Ｈ
法
九
〇
条
一
項
三
文
の
規
定
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
学
問
の
自
由
に
違
反
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
本
質
的
権

限
が
学
部
評
議
会
か
ら
幹
部
機
関
に
移
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
異
な
っ
た
判
断
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
四
分
の
三
の
多
数
決

―
こ
れ
は
、
大
学
教
員
だ
け
で
は
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

―
を
も
っ
て
総
長
室
に
対
し
学
部
長
解

任
の
提
案
を
す
る
権
限

―
あ
く
ま
で
提
案
権
で
あ
り
、
拘
束
力
を
有
さ
な
い

―
も
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
学
組
織

形
成
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
広
範
な
余
地
を
考
慮
し
て
も
な
お
、
大
学
組
織
の
全
体
構
造
は
基
本
法
五
条
三
項
に
違
反
し
て
お
り
、
Ｈ
法

九
〇
条
一
項
三
文
、
同
条
四
項
二
文
及
び
三
文
、
同
条
五
項
一
号
、
二
号
前
段
及
び
七
号
、
な
ら
び
に
Ｈ
法
九
一
条
二
項
は
基
本
法
に
合

致
し
な
い
。
学
部
長
室
が
有
す
る
包
括
的
権
限
は
、
学
部
評
議
会
の
種
々
の
権
利
に
よ
っ
て
も
十
分
に
補
塡
さ
れ
て
い
な
い
。
も
は
や
、

基
本
権
保
持
者
の
十
分
な
レ
ベ
ル
で
の
参
加
が
保
障
さ
れ
て
お
ら
ず
、
教
授
と
研
究
に
お
け
る
自
由
な
学
問
活
動
が
、
構
造
的
に
危
険
に

晒
さ
れ
て
い
る
。

　
「
法
律
上
の
規
定
が
基
本
法
と
合
致
せ
ず
、
そ
の
憲
法
違
反
の
除
去
に
つ
い
て
立
法
者
が
幾
つ
か
の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
場
合
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
通
常
、
当
該
規
定
が
基
本
法
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
単
に
宣
言
す
る
と
い
う
方
法
で
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
。
本

件
で
も
そ
れ
が
要
求
さ
れ
る
」。
法
改
正
の
期
限
設
定
は
さ
れ
な
い
が
、
統
率
機
関
は
移
行
期
間
の
あ
い
だ
、
憲
法
上
の
要
請
に
従
う
よ

う
に
、
自
身
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
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四　

両
決
定
の
検
討

―
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
学
問
の
自
由
論

㈠　

学
問
の
自
由
の
基
本
理
解

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
学
問
の
自
由
の
基
本
理
解
は
、
本
稿
冒
頭
で
触
れ
た
大
学
判
決
以
降
、
一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
で
変
化
し
た
と
見
ら
れ
る
部
分
も
あ
る
。
こ
の
点
を
ま
ず
は
整
理
し
た
い
。

1　

学
問
の
自
由
の
二
重
の
側
）
60
（
面

　

学
問
の
自
由
が
、
①
国
家
か
ら
の
介
入
に
対
抗
す
る
防
御
権
と
し
て
の
内
実
を
超
え
て
、「
価
値
決
定
的
な
客
観
的
原
則
規
範
」
と
し

て
の
意
義
を
持
つ
こ
と
、
②
そ
れ
に
従
い
、
国
家
は
、
組
織
に
関
す
る
適
切
な
措
置
を
通
じ
て
自
由
な
学
問
を
行
い
う
る
よ
う
に
す
る

（
文
化
国
家
と
し
て
の
）
義
務
を
負
う
こ
と
、
さ
ら
に
、
③
（
国
家
の
義
務
の
裏
返
し
と
し
て
）
個
々
の
基
本
権
保
持
者
が
、
組
織
に
関
す
る

国
家
の
措
置
を
求
め
る
権
利
な
ら
び
に
創
設
さ
れ
た
組
織
に
対
す
る
配
分
参
加
の
権
利
が
生
じ
る
と
い
う
理
解
は
、
大
学
判
決
以
来
、
両

決
定
で
も
一
貫
し
て
い
る
。

2　

伝
統
的
大
学
の
自
治
論
の
不
在

―
個
人
の
「
自
由
」
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

同
様
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
学
問
の
自
由
の
出
発
点

0

0

0

が
、
あ
く
ま
で
個
人
の
基
本
権
（Individualgrundrecht

）
に
あ
り
、
大
学
と
い

う
制
度
の
保
障
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
多
く
の
州
憲
法
と
は
異
な
）
61
（

り
、
ド
イ
ツ
の
基
本
法
は
、（
学
問
の
自
由
に
加
え
て
）
大
学
の
自
治
を
保
障
す
る
規
定
を
持
た

な
い
。
し
か
し
、
学
説
上
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
お
け
る
解
釈
の
伝
統
を
受
け
て
、
学
問
の
自
由
と
い
う
個
人
権
の
保
障
か
ら
、

（
学
術
事
項
に
関
す
る
）
大
学
の
自
己
行
政
と
い
う
制
度
（
体
）
保
障
（institutionelle G

arantie

）
を
導
き
出
す
の
が

―
少
な
く
と
も
一
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九
九
〇
年
代
に
入
る
ま
で
は

―
一
般
的
で
あ
っ
）
62
（
た
。
す
な
わ
ち
、「
制
度
的
な
学
問
事
業
体
と
し
て
の
大
学
の
形
態
（Typus

）
を
決
定

的
に
刻
印
し
て
お
り
、
大
学
の
研
究
の
保
護
な
ら
び
に
そ
の
組
織
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
、
大
学
法
上
の
諸
メ
ル
ク

マ
ー
ル
」
が
、
個
人
権
と
並
ん
で
保
障
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
）
63
（
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
貫
し
て
距
離
を
採
っ
て
き
て
い
）
64
（
る
。
前
述
の
二
つ
の
決
定
で
も
繰
り
返
し
述
べ

ら
れ
て
い
る
通
り
、
同
裁
判
所
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
立
法
者
は
学
問
組
織
の
形
成
に
際
し
て
「
従
来
の
大
学
構
造
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も

な
け
れ
ば
、
そ
の
個
々
の
要
素
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
な
」
く
、「
む
し
ろ
、
か
つ
て
か
ら
の
組
織
形
態
を
批
判
的
に
考
察
し
、
時
代
に

適
合
す
る
よ
う
改
革
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
」。

㈡　

転
換
点
と
し
て
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定

1　

事
実
上
の
判
例
変
更
と
学
説
に
よ
る
批
判

　

こ
の
よ
う
に
、
学
問
の
自
由
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
個
人
権
の
保
障
を
出
発
点
と
し
て
い
る
点
で
、
二
〇
〇
四
年
の
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク

決
定
は
、
従
来
の
判
例
か
ら
一
貫
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
本
決
定
は
判
例
か
ら
の
「
事
実
上
の
離
反
（Abkehr

）」
で
あ
る

と
看
做
さ
れ
て
い
）
65
（
る
。
決
定
的
な
の
は
、
大
学
判
決
で
は
学
問
の
自
由
の
客
観
法
的
側
面
な
い
し
国
家
の
保
護
・
促
進
義
務
が
強
調
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
で
は
、
個
人
の
自
由
権
と
し
て
の
学
問
の
自
由

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
）
66
（
る
。
本
決
定
は
ま
た
、
立
法
者
の
判
断
余
地
や
予
測
余
地
に
言
及
し
、
そ
の
裁
量
を
広
く
認
め
て
お
）
67
（
り
、
さ
ら
に
、
客
観
的
価
値
決
定

の
意
義
を
、
個
人
の
学
問
の
自
由
に
対
す
る
構
造
的
危
険
が
存
す
る
か
否
か
の
審
査
に
ま
で
切
り
詰
め
て
い
る
点
が
、
批
判
さ
れ
て
い
）
68
（

る
。

U
te M

ager

は
、
本
決
定
を
も
っ
て
、「
学
問
適
合
的
な
組
織
を
創
設
す
る
国
の
積
極
的
義
務
は
、
学
問
に
『
構
造
的
に
』
干
渉
す
る
よ

う
な
組
織
を
創
設
す
る
こ
と
の
禁
止
へ
と
、
消
極
的
に
変
化
し
」
た
と
評
価
す
）
69
（

る
。
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2　

批
判
の
再
検
討

―
「
誤
っ
た
」
決
定
だ
っ
た
の
か
？

　

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
が
多
い
も
の
の
、
本
決
定
は
、
問
題
と
な
っ
た
大
学
法
を

無
条
件
に
合
憲
と
判
断
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
大
学
の
制
度
形
成
に
際
し
て
立
法
者
が
遵
守
す
べ
き
い
く
つ
か
の
憲
法
上
の
準

則
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
Ｂ
法
が
そ
れ
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
し
（
問
題
を
孕
ん
で
い
る
の
は
、
基

準
よ
り
は
む
し
ろ
あ
て
は
め
の
部
分
で
あ
ろ
う
）、
ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
同
様
の
判
断
基
準
を
用
い
て
違
憲
の
結
論
を

導
き
出
し
て
い
る
。

　

M
ax-Em

anuel G
eis

は
、
例
外
的
に
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
論
者
だ
が
、
そ
こ
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の

は
次
の
二
点
で
あ
）
70
（
る
。
一
つ
は
、
統
率
機
関
に
権
限
を
委
譲
す
る
場
合
に
、
同
僚
機
関
の
監
督
権
限
、
解
任
権
限
な
ら
び
に
情
報
権
限
の

強
化
に
よ
っ
て
、
均
衡

0

0

（Ausgleich
）
を
保
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
学
に
お
け
る
「
権
力

0

0

分
立

0

0

（G
ew

altenteilung

）」
が
守
ら
れ
る
とG

eis

は
論
じ
る
。
二
つ
目
の
点
は
、
研
究
の
評
価
基
準
が
あ
く
ま
で
学
問
適
合
的
（w

issen-

schaftsadäquat

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
基
準
決
定
の
手
続
き
に
は
、
当
該
学
問
分
野
の
代
表
者
が

適
切
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
応
用
研
究
と
基
礎
理
論
、
あ
る
い
は
工
学
、
理
学
と
社
会
科
学
な
ど
、
学
問
分
野
ご
と
の
相
違
を
考

慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
第
三
者
資
金
の
獲
得
な
ど
の
単
一
の
基
準
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
判
示
は
、
大
学
領
域
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
原
理
の
導
入
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
る
も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
よ
う
。

㈢　

ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定

―
「
大
学
憲
法
の
夜
明

）
71
（け
」
？

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
も
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
を
引
用
し
て
、
一
般
論
と
し
て
は
「
統
率
機
関
に
対
す
る
同
僚
的
代
表
機
関
の
原
則

的
優
位
は
導
か
れ
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
割
り
当
て
ら
れ
た
諸
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
を
全
体
と
し
て
考
察
す
る
総
体
評
価
（Gesam

tw
ürdi-

gung

）
の
手
法
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
学
部
長
室
の
権
限
が
、
学
部
評
議
会
の
そ
れ
と
比
較
し
て
強
大
に
過
ぎ
る
こ
と
を
理
由
に
、
違
憲
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の
判
断
を
下
し
た
。

　

本
決
定
中
で
、「
埋
め
合
わ
せ
（Kom

pensieren

）」
の
語
が
幾
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
注
目
に
値
す
る
。
統
率
機
関
の
権
限

を
強
め
れ
ば
強
め
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
同
僚
機
関
の
監
督
権
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権

―
さ
ら
に
、
そ
れ
を
実
行
化
す
る
た
め
の
情

報
権

―
を
よ
り
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
が
、
本
決
定
で
改
め
て
明
示
さ
れ
）
72
（
た
。
そ
れ
に
従
い
、
あ
て
は
め
で
は
、
統
率
機

関
の
有
す
る
強
大
な
権
限
が
、
同
僚
機
関
の
権
限
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
て
い
る
か
が
、
厳
し
く
審
査
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

統
率
機
関
が
極
め
て
包
括
的
な
権
限
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
、
同
僚
機
関
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
前
提
と
な
る
包
括
的
情
報

権
す
ら
欠
い
て
い
た
こ
と
が
、
重
要
視
さ
れ
た
。

　

た
し
か
に
本
決
定
も
、
合
憲
性
審
査
の
基
準
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
と
同
じ
く
「
構
造
的
危
険
」
の
基
準
を
用
い
て
お

り
、
そ
の
限
り
で
基
本
的
な
判
断
構
造
に
差
異
は
な
い
が
、
結
論
と
し
て
は
、
よ
り
学
問
適
合
的
か
つ
合
議
体
に
有
利
な
学
問
の
自
由
解

釈
を
行
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
）
73
（
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
決
定
に
お
け
る
「
基
準
の
不
明
確
性
」
と
い
う
問
題
は
、
本
決
定
で
も
十
分
に
解
消
さ
れ
な

か
っ
た
と
し
て
批
判
す
る
見
解
も
あ
）
74
（
る
。
割
り
当
て
ら
れ
た
権
限
に
つ
い
て
、
個
別
に
取
り
上
げ
て
そ
の
合
憲
性
を
検
討
す
る
だ
け
で
な

く
、
統
率
機
関
な
ら
び
に
同
僚
機
関
の
諸
権
限
の
均
衡
を
総
体
と
し
て

0

0

0

0

0

考
察
す
る
本
決
定
の
手
法
は
、
学
問
の
自
由
の
実
効
化
の
観
点
か

ら
肯
定
的
に
評
価
し
う
る
が
、
他
方
で
、
明
確
な
尺
度
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
場
当
た
り
的
判
断
に
陥
り
や
す
い
危
険
性
を
孕
ん
で

い
る
。
こ
の
点
の
調
整
が
今
後
の
判
例
で
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
基
準
が
具
体
化
さ
れ
て
い
く
か
が
、
注
目
さ
れ
）
75
（

る
。

五　

終
わ
り
に

―
学
問
の
「
自
由
」
を
「
評
価
」
す
る
と
い
う
こ
と

「
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
た
自
由
の
行
使
に
、
善
い
も
の
と
悪
い
も
の
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
？　

自
由
の
行
使
に
際
し
て
、
有
能
な
も
の
と
無
能
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な
も
の
、
責
任
を
伴
う
も
の
と
無
責
任
な
も
の
、
成
果
の
豊
か
な
も
の
と
成
果
の
無
い
も
の
が
、
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
？
」

　

こ
れ
は
、Bernhard Schlink

が
、「
評
価
さ
れ
た
自
由
？
」
と
題
し
た
講
演
の
冒
頭
に
た
て
た
問
い
で
あ
）
76
（

る
。Schlink

は
こ
こ
で
、

個
人
の
「
自
由
」
の
行
使
と
、
他
者
に
よ
る
「
評
価
」
と
い
う
行
為
が
、
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

と
は
い
え
、
学
問
に
用
い
う
る
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
を
配
分
す
る
た
め
に
は
、
学
問
の
「
評
価
」
が
不
可
欠
で
あ
る
。
学
問
・
教
授
の

自
由
は

―
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
他
者
の
資
金
に
依
存
す
る
限
り

―
、
よ
り
豊
か
な
成
果
を
目
指
し
て
行
使
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
う
る
。

　

し
か
し
、
学
問
の
自
由
は
第
一
に
、
他
者
か
ら
の
干
渉
に
対
抗
す
る

―
し
た
が
っ
て
、
自
己
責
任
的
領
域
の
保
護
を
目
的
と
す 

る

―
防
御
権

0

0

0

で
あ
）
77
（

り
、
学
問
の
「
自
由
」
と
そ
の
「
評
価
」
と
の
間
に
は
根
本
的
矛
盾
が
存
在
す
る
。
学
問
の
大
半
は
、
そ
の
成
果
が

不
確
実
で
あ
り
な
が
ら
多
く
の
費
用
と
時
間
を
必
要
と
す
る
試
行
錯
誤
の
中
で
営
ま
れ
、
そ
れ
ゆ
え
短
期
的
な
費
用
対
効
果
の
計
算
に
は

な
じ
ま
な
い
。
こ
の
よ
う
な
学
問
の
固
有
法
則
性
と
、
私
企
業
の
行
動
原
理
に
は
、
重
大
な
相
違
が
存
在
す
る
。

　

他
方
で
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
リ
ソ
ー
ス
配
分
の
た
め
に
は
学
問
の
「
評
価
」
が
不
可
欠
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
拒
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
次
善
の
策
」
と
し
て
の
学
問
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
、
い
か
に
し
て
学
問
の
自
由
に
適
合
的
に
形
成
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
が
、
憲
法
学
に

0

0

0

0

問
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に
他
な
ら

な
い
。

　

最
後
に
、
近
年
の
大
学
に
対
す
る
改
革
の
圧
力
が
、「
大
学
の
責
任
を
地
道
に
遂
行
す
る
と
い
う
内
部
努
力
上
の
失
敗
と
大
い
に
関
連

す
る
」
と
い
う
、
あ
る
元
大
学
総
長
の
指
）
78
（

摘
は
、
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
大
学
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
員
が
、
社
会
に
対
し
て

負
っ
て
い
る
特
別
の
役
割
を
自
覚
し
つ
つ
、
研
究
・
教
育
に
献
身
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
期
待
さ
れ
た
「
職
責
」
を
果
た
し
て
い
く
こ
）
79
（
と
、

そ
し
て
、
そ
の
特
別
な
役
割
に
対
し
て
、
国
家
も
ま
た
特
別
の
敬
意
と
尊
重
を
払
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
）
80
（

が
、
憲
法
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
学
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問
の
自
由
の
意
義
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
1
）  
参
照
、H

ans H
ugo Klein, „D

em
okratisierung

“ der U
niversität?, 1968; H

ans H
einrich Rupp u. W

ilhelm
 Karl G

eck, D
ie Stel-

lung der Studenten in der U
niversität, V

V
D
StRL 27 （1969

）, S. 113 ff. u. 143 ff.

（
2
）  BVerfG

E 35, 79 - H
ochschulurteil. 

本
判
決
に
つ
き
参
照
、
阿
部
照
哉
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
大
学
改
革
』
と
学
問
の
自
由
」
法
学
論
叢

九
四
巻
二
号
（
一
九
七
三
年
）
一
頁
以
下
、
同
「
学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
〔
第
二

版
〕』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
〇
四
頁
以
下
。
な
お
本
判
決
は
、
学
問
の
自
由
と
の
関
わ
り
の
み
で
な
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
権
理

解
、
あ
る
い
は
憲
法
裁
判
権
の
限
界
画
定
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
な
判
決
で
あ
る
。
参
照
、
小
山
剛
『
基
本
権
の
内
容
形
成
』（
尚
学
社
、
二

〇
〇
四
年
）
一
〇
一
頁
以
下
、
宍
戸
常
寿
『
憲
法
裁
判
権
の
動
態
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
三
六
頁
。

（
3
）  W

olfgang Kahl, H
ochschule und Staat, 2004, S. 114.

（
4
）  

ド
イ
ツ
国
法
学
者
大
会
で
は
、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
〇
九
年
に
、
学
問
の
自
由
・
大
学
制
度
が
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
計
六
名
が
報

告
し
て
い
る
。M

artin Schulte u. M
atthias Ruffert, G

rund und G
renzen der W

issenschaftsfreiheit, V
V
D
StRL 65 （2006

）, S. 110 
ff. u. 146 ff.; U

te M
ager u. Reinhard H

endler, D
ie U

niversität im
 Zeichen von Ö

konom
isierung und Internationalisierung, 

V
V
D
StRL 65 

（2006

）, S. 238 ff. u. 274 ff.; M
ax-Em

anuel G
eis u. Christian Bum

ke, U
niversitäten im

 W
ettbew

erb, V
V
D
StRL 

69 

（2010

）, S. 364 ff. u. 407 ff. 

ド
イ
ツ
及
び
日
本
の
大
学
改
革
を
概
観
す
る
邦
語
文
献
と
し
て
、
山
本
隆
司
「
民
営
化
ま
た
は
法
人
化
の
功

罪
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
五
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
二
頁
以
下
。

（
5
）  Bum

ke （Fn. 4

）, S. 428; M
ax-Em

anuel G
eis, Autonom

ie der U
niversitäten, in: M

erten/Papier （H
rsg.

）, H
G
R, Bd. IV, 2011, 

§ 
100 Rn. 51.

（
6
）  BVerfG

E 111, 333 - Brandenburgisches H
ochschulgesetz; BVerfG

E 127, 87 - H
am

burgisches H
ochschulgesetz.

（
7
）  

詳
し
く
は
参
照
、H

artm
ut Schiederm

air, D
eutsches H

ochschulw
esen der G

egenw
art, in: Fläm

ig u.a. 

（H
rsg.

）, H
andbuch des 

W
issenschaftsrechts, Bd. I, 2. Aufl. 1996, S. 37 （40 f.

）

（
8
）  Kahl 

（Fn. 3

）, S. 92 f. 

な
お
、
大
学
大
綱
法
は
、
連
邦
の
大
綱
的
規
定
（Rahm

envorschriften

）
を
発
布
す
る
権
限
（
旧
基
本
法
七
五

条
）
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
連
邦
の
権
限
は
二
〇
〇
六
年
の
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
。
し
か
し
、
基
本
法
一
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二
五
ｂ
条
1
項
に
よ
れ
ば
、
旧
基
本
法
七
五
条
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
た
法
で
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
日
以
降
も
連
邦
法
と
し
て
公
布
す
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
引
き
続
き
連
邦
法
と
し
て
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
大
学
大
綱
法
は
依
然
と
し
て
効
力
を
失
っ
て
い

な
い
。

（
9
）  BG

Bl. I vom
 20.08.1998, S. 2190. 

本
改
正
に
つ
き
参
照
、H
ubert D

etm
er, D

ie N
ovelle des H

ochschulrahm
engesetzes, in: 

N
V
w
Z 1999, S. 828. 

本
論
文
でD

etm
er

は
、
本
改
正
が
政
治
的
闘
争
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
大
学
が
そ
の
犠
牲
に
な
っ
た

と
評
価
す
る （S. 833

）。

（
10
）  Kahl （Fn. 3
）, S. 94.

（
11
）  

学
術
審
議
会
（W

issenschaftsrat

）
は
、
学
問
研
究
や
大
学
に
関
わ
る
政
策
に
つ
き
、
連
邦
及
び
州
の
政
府
に
対
し
て
提
言
す
る
役
割
を
果

た
す
公
的
組
織
で
あ
り
、
研
究
者
及
び
連
邦
・
州
の
政
治
家
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

（
12
）  W

issenschaftsrat, 10 Thesen zur H
ochschulpolitik, 1993, S. 10. 

な
お
、
そ
の
間
の
人
口
増
は
五
％
に
も
満
た
な
い
。

（
13
）  W

issenschaftsrat （Fn. 12
）, S. 10.

（
14
）  W

issenschaftsrat （Fn. 12
）, S. 15 f., 22.

（
15
）  M

ager （Fn. 4

）, S. 304 ff.

（
16
）  

参
照
、W

issenschaftsrat, Thesen zur künftigen Entw
icklung des W

issenschaftssystem
s in D

eutschland, 2000, S. 11.

（
17
）  Christoph G

röpl, in: D
olzer/Vogel/G

raßhof u.a. 

（H
rsg.

）, Bonner Kom
m
entar zum

 G
G, Art. 110 Rn. 188 

（Stand: 2001

）. 

ド

イ
ツ
の
大
学
財
政
制
度
一
般
に
つ
き
、
以
下
（
及
び
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
文
献
）
を
参
照
、
徳
本
広
孝
『
学
問
・
試
験
と
行
政
法
学
』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
一
年
）
二
六
頁
以
下
。

（
18
）  G

röpl （Fn. 17

）, Art. 110 Rn. 25 ff., 188, 190.

（
19
）  Ferdinand Kirchhof, Rechtliche G

rundsätze der U
niversitätsfinanzierung, JZ 1998, 275 

（282

）. 

な
お
、F. Kirchhof

は
二
〇
〇

七
年
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
第
一
法
廷
）
の
裁
判
官
に
任
官
し
て
お
り
、
後
述
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
に
も
関
与
し
て
い
る
。

（
20
）  D

aniel Krausnick, Staat und H
ochschule im

 G
ew

ährleistungsstaat, 2012, S. 72 f.

（
21
）  M

ager （Fn. 4

）, S. 288.

（
22
）  

新
統
御
モ
デ
ル
（
Ｎ
Ｓ
Ｍ
）
に
つ
き
参
照
、
三
宅
雄
彦
『
保
障
国
家
論
と
憲
法
学
』（
尚
学
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
頁
、
三
七
頁
。
も
っ
と

も
、
新
統
御
モ
デ
ル
は
、
詳
細
な
内
実
を
持
つ
一
つ
の
改
革
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
改
革
の
方
向
性
を
示
す
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
注
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意
が
必
要
で
あ
る
。
参
照
、Volker Epping, Verw

altungsreform
 als Verw

altungsaufgabe, in: Verw
Arch 99 （2008

）, S. 423 （446 f.

）.

（
23
）  

大
学
へ
の
権
限
移
譲
は
、（
民
間
セ
ク
タ
ー
の
活
性
化
と
い
っ
た
）
当
時
の
国
家
行
政
全
般
の
方
向
性
（
＝
国
家
の
撤
退
な
い
し
脱
国
家
化
）

と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。Krausnick （Fn. 20

）, S. 22.
（
24
）  
参
照
、Klaus Ferdinand G

ärditz, H
ochschulorganisation und verw

altungsrechtliche System
bildung, 2009, S. 33 f.; G

eis 

（Fn. 
5

）, 
§ 100 Rn. 57 ff.; Krausnick （Fn. 20

）, S. 70.

（
25
）  G

eis （Fn. 4

）, S. 396.

（
26
）  M

ager （Fn. 4

）, S. 289.

（
27
）  M

ager （Fn. 4
）, ebenda.

（
28
）  G

röpl （Fn. 17
）, Art. 110 Rn. 189.

（
29
）  

参
照
、Art. 15 Abs. 1 Bayerisches H

ochschulgesetz; 

§ 13 Abs. 2 Landeshochschulgesetz Baden-W
ürttem

berg. 

同
様
の
目
標

の
取
決
め
の
規
定
は
、
す
べ
て
の
州
の
大
学
法
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
参
照
、Krausnick 

（Fn. 20

）, S. 
71 m

.w.N. in Fn. 410. 

な
お
、
大
学
の
発
展
プ
ラ
ン
の
作
成
、
と
り
わ
け
特
色
形
成
・
重
点
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
州
政
府
、
統
率
機
関
及
び

大
学
評
議
会
が
強
い
権
限
を
有
し
て
お
り
、
個
々
の
研
究
者
が
行
使
し
う
る
影
響
力
は
僅
か
で
あ
る
。

（
30
）  H

endler （Fn. 4

）, S. 254.

（
31
）  

参
照
、M

ager （Fn. 4

）, S. 290.

（
32
）  

学
問
の
分
野
に
お
い
て
「
成
果
（Leistung
）」
の
定
義
自
体
が
争
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、H

ans Peter Bull/Veith M
ehde, Reform

 
der H

ochschulorganisation, JZ 2000, 650 （651
）.

（
33
）  BVerfG

E 111, 333 （359

）. 

同
旨
の
も
の
と
し
て
、H

endler （Fn. 4

）, S. 257.

（
34
）  Rudolf W

endt, in: M
ünch/Kunig （H

rsg.

）, G
G
-Kom

m
entar, 6. Aufl. 2012, Art. 5 Rn. 104a.

（
35
）  H
endler 

（Fn. 4

）, S. 257.

「
学
問
に
適
合
的
な
学
問
法
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
き
詳
細
に
検
討
す
る
論
考
と
し
て
、
山
本
隆
司
「
学
問
と

法
」
城
山
英
明
＝
西
川
洋
一
編
『
法
の
再
構
築
Ⅲ　

科
学
技
術
の
発
展
と
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
三
頁
（
一
五
〇
頁
以

下
）。

（
36
）  M

ichael Fehling, in: D
olzer/Vogel/G

raßhof u.a. 

（Fn. 17

）, A
rt. 5 A

bs. 3 

（W
issenschaftsfreiheit

） Rn. 170 

（Stand: 2004

）; 
W

olfgang Löw
er, Freiheit von Forschung und Lehre, in: M

erten/Papier 
（Fn. 5

）, 

§ 99 Rn. 26; G
abriele Britz, in: D

reier 
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（H
rsg.

）, G
G
-Kom

m
entar, Bd. I, 3. Aufl. 2013, Art. 5 Abs. 3 

（W
issenschaftsfreiheit

） Rn. 37. 

よ
り
直
接
的
に
、
侵
害 

（Eingriffe

） 

と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、Bodo Pieroth/Bernhard Schlink u.a., G

rundrechte - Staatsrecht II, 29. Aufl. 2013, Rn. 679.
（
37
）  

こ
の
点
、
厳
密
な
定
義
を
行
っ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、（
裁
）
判
例
、
学
説
に
お
い
て
、
概
ね
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

後
述
の
二
つ
の
決
定
に
加
え
て
参
照
、Krausnick （Fn. 20

）, S. 56 ff.
（
38
）  
新
統
御
モ
デ
ル 

（
Ｎ
Ｓ
Ｍ
）
に
お
け
る
、
理
念
系
と
し
て
の
私
企
業
に
つ
い
て
参
照
、Veith M

ehde, N
eues Steuerungsm

odell und 
D
m
okratieprinzip, 2000, S. 137 ff.

（
39
）  

二
〇
〇
五
年
に
改
正
さ
れ
た
バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
州
の
大
学
法
に
お
い
て
は
、「
大
学
統
率 

（H
ochschulleitung

）」
に
代
わ
っ

て
「
取
締
役
会 （Vorstand

）」、「
大
学
評
議
会
（H

ochschulrat

）」
に
代
わ
っ
て
「
監
査
役
会 （Aufsichtsrat

）」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
な
ど
、

用
語
に
お
い
て
も
株
式
会
社
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
が
如
実
に
表
れ
て
い
た
が
、
近
時
の
改
正
に
よ
っ
て
、
再
び
こ
れ
ら
の
用
語
は
置
き
換

え
ら
れ
て
い
る
。

（
40
）  G

ärditz （Fn. 24

）, S. 467 ff. G
ärditz

が
、
学
問
の
自
由
保
護
の
た
め
同
僚
原
則
が
有
す
る
意
義
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、Krausnick

は
、

同
僚
機
関
が
、
多
人
数
ゆ
え
に
機
能
不
全
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
同
僚
機
関
・
統
率
機
関
の
両
者
に
対
し
て
中
立
的
な
態
度
を

採
る
。Krausnick （Fn. 20

）, S. 449 f.

（
41
）  

あ
る
事
項
に
つ
き
、（
個
々
の
研
究
者
や
研
究
所
と
い
っ
た
）
下
位
組
織
で
処
理
で
き
な
い
場
合
に
初
め
て
、
上
位
組
織
で
決
定
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
と
い
う
、「
大
学
に
特
殊
な
補
完
性
原
理
」
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、Peter M

. H
uber, Staat und W

issenschaft, 2008, S. 74 ff.

（
42
）  Fehling （Fn. 36

）, Art. 5 Abs. 3 （W
issenschaftsfreiheit

） Rn. 234.

（
43
）  Britz （Fn. 36

）, Art. 5 Abs. 3 （W
issenschaftsfreiheit

） Rn. 103. 

な
お
、„je-desto

“ 

公
式
は
、
比
例
原
則
の
第
三
段
階
で
あ
る
「
狭
義

の
比
例
性
（
利
益
の
均
衡
）」
を
具
体
化
す
る
衡
量
ル
ー
ル
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
小
山
剛
「『
安
全
』
と
情
報
自
己
決
定
権
」
辻
村
み
よ
子
＝
長

谷
部
恭
男
編
『
憲
法
理
論
の
再
創
造
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
三
八
一
頁
（
三
八
七
頁
以
下
）。

（
44
）  

大
学
評
議
会
（H

ochschulräte

）
は
、
州
に
よ
り
種
々
の
も
の
が
存
在
す
る
。
定
義
の
問
題
に
つ
き
参
照
、W

olfgang Kahl, H
ochschul-

räte - D
em

okratieprinzip - Selbstverw
altung, AöR 130 （2005

）, S. 225 （226 Fn. 1

）. 

州
に
よ
っ
て
はU

niversitätsräte

と
も
呼
ば
れ
、

ま
た
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
の
よ
う
な
、
公
法
上
の
財
団
が
保
有
す
る
大
学
（
財
団
大
学
〔Stiftungsuniversität

〕）
で
は
、
財
団
評
議
会

（Stiftungsrat

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
45
）  

ト
ー
マ
ス
・
グ
ロ
ー
ス
（
大
脇
成
昭
訳
）「
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
自
治
行
政
権
」
九
州
大
学
法
政
研
究
七
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
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五
頁
（
九
七
頁
）。

（
46
）  H

endler （Fn. 4

）, S. 251 ff.; G
ärditz （Fn. 24

）, S. 545.
（
47
）  

詳
細
に
つ
き
、Krausnick （Fn. 20

）, S. 400 ff.
（
48
）  
そ
の
指
摘
と
し
て
、G

eis （Fn. 5

）, 

§ 100 Rn. 60 ff. 

規
律
法 （Regulierungsrecht

） 

の
観
点
か
ら
大
学
評
議
会
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、

M
ichael Fehling, H

ochschule, in: ders./Ruffert 

（H
rsg.

）, Regulierungsrecht, 2010, 

§ 17 Rn. 82 ff. 

さ
ら
に
参
照
、
三
宅
・
前
掲
注

（
22
）
三
二
頁
以
下
。

（
49
）  Kahl 
（Fn. 44

）, S. 227. 

こ
れ
に
対
し
、
大
学
評
議
会
が
有
す
る
推
薦
権
を
も
っ
て
、
大
学
の
自
治
に
対
す
る
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
侵
害

と
み
る
も
の
と
し
て
、Jens Kersten, Alle M

acht den H
ochschulräten?, DV

Bl. 1999, 1704 （1707

）.

（
50
）  Kahl 

（Fn. 44
）, S. 236 ff.; Klaus Ferdinand G

ärditz, H
ochschulm

anagem
ent und W

issenschaftsadäquanz, N
V
w
Z 2005, S. 

407 （408

）.

（
51
）  M

atthias Jestaedt, D
em

okratieprinzip und Kondom
inialverw

altung, 1993, S. 535 ff.

（
52
）  Krausnick （Fn. 20

）, S. 77 m
.w.N

 in Fn. 441.

（
53
）  Krausnick （Fn. 20

）, S. 77 f.

（
54
）  Krausnick （Fn. 20

）, S. 78.

（
55
）  Bernd G

rzeszick, in: G
eis （H

rsg.

）, H
ochschulrecht im

 Freistaat Bayern, 2009, Kap. III Rn. 246.

（
56
）  G

rzeszick （Fn. 55

）, Rn. 255.

（
57
）  BVerfG

E 130, 263, C. II 2. d

） 

＝Rn. 183. 
本
件
は
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
の
教
授
が
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
法
の
定
め
る
Ｗ
2
俸
給
が
、
基
本

法
三
三
条
五
項
に
よ
り
導
か
れ
る
扶
養
原
理 

（Alim
entationsprinzip

） 

に
違
反
す
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
ギ
ー
セ
ン
行
政
裁
判
所
に
訴
え
を

提
起
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
が
憲
法
適
合
性
に
疑
義
が
あ
る
と
判
断
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
移
送
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
で
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
問
題
と
な
っ
た
Ｗ
2
の
基
本
給
条
項
は
、
職
務
に
適
切
な
扶
養
の
原
則
に
対
応
し
た
額
を
定
め
て
い
な
か
っ
た
限
り
に
お
い
て
、

基
本
法
三
三
条
五
項
と
相
容
れ
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
邦
語
で
の
評
釈
と
し
て
参
照
、
倉
田
原
志
「
大
学
教
授
の
Ｗ
二
俸
給
の
合
憲
性
」
労
働

法
律
旬
報
一
七
八
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
五
頁
以
下
。

（
58
）  G

ärditz 

（Fn. 50

）, S. 407. 

な
お
本
件
で
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
大
学
の
公
法
学
者E. Klein

が
異
議
申
立
人
の
代
理
人
を
務
め
た
。
参
照
、Eck-

art Klein, Aussprache, in: Ruffert （H
rsg.

）, Recht und O
rganisation, 2003, S. 48.
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（
59
）  

総
長
室 （Präsidium

） 

は
、
総
長
（
一
名
）・
副
総
長
（
複
数
名
）・
事
務
総
長 （Kanzler/in;

一
名
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
Ｈ
法
七
九
条
一
項
）。

（
60
）  

基
本
権
の
二
重
の
側
面
に
つ
き
参
照
、
ハ
ン
ス
・
Ｄ
・
ヤ
ラ
ス
（
土
屋
武
訳
）「
基
本
権
：
防
御
権
と
客
観
的
原
則
規
範
」
同
（
松
原
光
宏

編
）『
現
代
ド
イ
ツ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
基
本
権
論
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
一
頁
以
下
。
基
本
権
の
客
観
法
的
内
実
に
つ
き
、
そ

の
歴
史
的
発
展
も
含
め
詳
細
に
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
ク
ラ
ウ
ス
・
シ
ュ
テ
ル
ン
（
井
上
典
之
ほ
か
編
訳
）『
ド
イ
ツ
憲
法
Ⅱ　

基
本
権
編
』（
信

山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
四
五
頁
以
下
。

（
61
）  
州
憲
法
に
お
け
る
大
学
の
自
己
行
政
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
別
稿
の
中
で
詳
し
く
扱
う
予
定
で
あ
る
。

（
62
）  

代
表
的
な
も
の
と
し
て
例
え
ば
、Rupert Scholz, M

aunz/D
ürig u.a. 

（H
rsg.

）, G
G
-Kom

m
entar, Art. 5 Abs. 3 Rn. 131 ff. 

（Stand: 
1977

）; Klaus Stern, D
as Staatsrecht der BRD, Bd. III/l, 1988, S. 803 ff.; Thom

as O
pperm

ann, Freiheit von Forschung und Leh-
re, in: Isensee/Kirchhof, H

dbStR, Bd. V
I, 1989, 

§ 145 Rn. 18 f. 

学
問
の
自
由
に
つ
き
、
制
度
（
体
）
保
障
を
否
定
す
る
近
時
の
文
献
と

し
て
、H

ans-H
einrich Trute, D

ie Forschung zw
ischen grundrechtlicher Freiheit und staatlicher Institutionalisierung, 1994, S. 

275 f.; W
infried Kluth, Funktionale Selbstverw

altung, 1997, S. 427 f.; M
ichael Kloepfer, Einrichtungsgarantien, in: M

erten/Pa-
pier 

（H
rsg.

）, H
G
R, Bd. II, 2006, 

§ 43 Rn. 55; H
ans M

ichael H
einig, Art. „Institutionelle G

arantie, Einrichtungsgarantie

“, in: 
H
eun u.a. （H

rsg.

）, Evangelisches Staatslexikon, N
euausgabe 2006, Sp. 1014 （1015 f.

）; G
ärditz （Fn. 24

）, S. 351 ff.; U
te M

ag-
er, Freiheit von Forschung und Lehre, in: Isensee/Kirchhof 

（H
rsg.

）, H
dbStR, Bd. V

II, 3. Aufl. 2009, 

§ 166 Rn. 27 f.; Kraus-
nick 

（Fn. 20

）, S. 112 ff. 

さ
ら
に
ヤ
ラ
ス
は
、
基
本
権
領
域
に
お
け
る
制
度
（
体
）
保
障
論
そ
の
も
の
が
、
激
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。H

ans D. Jarass, Funktionen und D
im

ensionen der G
rundrechte, in: M

erten/Papier （H
rsg.

）, H
G
R, Bd. II, 2006, 

§ 38 Rn. 13.

（
63
）  O

pperm
ann 

（Fn. 62

）, 

§ 145 Rn. 19. 

な
お
、
玉
井
克
哉
「
産
学
連
携
と
学
問
の
自
由
」
同
＝
宮
田
由
紀
夫
編
著
『
日
本
の
産
学
連
携
』

（
玉
川
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
九
頁
（
一
二
〇
頁
）
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
大
学
の
自
治
を
制
度
的
保
障
と
し
て
語
る

の
が
一
般
的
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
参
照
、
徳
本
・
前
掲
注
（
17
）
五
頁
以
下
。

（
64
）  

そ
の
こ
と
の
指
摘
と
し
て
、Eberhard Schm

idt-A
ßm

ann, D
ie W

issenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 G
G
 als O

rganisations-
grundrecht, in: FS für Thiem

e, 1993, 697 

（709 ff.

）; W
olfgang Löwer, in: ders./Tettinger 

（H
rsg.

）, Kom
m
entar zur Verfassung 

des Landes N
RW

, 2002, Art. 16 Rn. 14. 

ま
たSchlink

は
、
大
学
判
決
の
評
釈
で
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
制
度
（
体
）
保
障
と
し
て
基

本
法
五
条
三
項
を
解
す
る
学
説
の
基
礎
を
す
っ
か
り
奪
い
去
っ
た
」
と
評
価
す
る
。Bernhard Schlink, D

ie W
issenschaftsfreiheit des 
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Bundesverfassungsgerichts, D
Ö
V
 1973, S. 541. 

さ
ら
に
参
照
、Schulte （Fn. 4

）, S. 127 Fn. 90.

（
65
）  W

olfgang Löwer, U
niversitätsreform

 im
 Spiegel der Rechtsprechung, in: FS für M

ußgnug, 2005, S. 421 （434

）.
（
66
）  

そ
の
こ
と
の
指
摘
と
し
て
、W

olfgang Kahl, in: ders. 

（H
rsg.

）, D
as bayerische H

ochschulurteil 2008, S. 11 

（19

）; Löwer 

（Fn. 
65

）, S. 435; G
ärditz （Fn. 50

）, S. 409.
（
67
）  
“judicial self-restraint

” 

を
語
る
も
の
と
し
て
、W

olf-Rüdiger Schenke, N
eue Fragen an die W

issenschaftsfreiheit, N
V
w
Z 2005, 

S. 1000 （1007 Fn. 36

）; G
ärditz, （Fn. 50

）, S. 407.

（
68
）  H

uber （Fn. 41

）, S. 67.

（
69
）  M

ager 

（Fn. 62
）, 

§ 166 Rn. 40. 

他
に
も
、
本
決
定

―
と
り
わ
け
、「
構
造
的
危
険
」
の
基
準

―
に
批
判
的
な
も
の
と
し
て
、M

artin 
N
ettesheim

, G
rund und G

renzen der W
issenschaftsfreiheit, DV

Bl. 2005, S. 1072 （1077 f.

）; Friedhelm
 H

ufen, Anm
erkung, JuS 

2005, 642 

（645 f.
）; Karl-H

einz Ladeur, D
ie W

issenschaftsfreiheit der „entfesselten H
ochschule

“, D
Ö
V
 2005, S. 753 

（758

）; 
Klaus Stern, D

as Staatsrecht der BRD, Bd. IV
/2, 2010, S. 829 ff.; Bernhard Kem

pen, G
rundfragen des institutionellen H

och-
schulrechts, in: H

artm
er/D

etm
er 

（H
rsg.

）, H
ochschulrecht, 2. Aufl. 2011, Rn. 36; Krausnick 

（Fn. 20

）, S. 109 f.; W
endt 

（Fn. 
34

）, Rn. 112a.

（
70
）  M

ax-Em
anuel G

eis, Brandenburgisches Konzert in M
oll und D

ur, Forschung &
 Lehre, 2005, S. 188 f.

（
71
）  G

ärditz

は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
を
「
大
学
憲
法
の
夜
明
け 

（M
orgenröte

）」
と
評
し
て
歓
迎
す
る
。Klaus Ferdinand G

ärditz,  
Anm

erkung, JZ 2011, S. 314.

（
72
）  

参
照
、
前
掲
注
（
43
）。

（
73
）  Friedhelm
 H

ufen, Anm
erkung, JuS 2011, 1052 

（1054

）. G
eis

は
、
二
〇
一
二
年
の
論
文
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
決
定
を
挙
げ
つ
つ
、
大
学

の
自
己
行
政
の
「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
を
論
じ
る
。M

ax-Em
anuel G

eis, Rechtsprechungsanalyse: D
ie Entw

icklung des H
ochschulrechts 

von 2008 bis 2012, D
ie Verw

altung 45 （2012

）, S. 525 （531
）.

（
74
）  Krausnick （Fn. 20

）, S. 110 ff.

（
75
）  

こ
の
点
、
ど
こ
ま
で
厳
格
な
基
準
を
憲
法
か
ら
直
接
に
導
き
出
せ
る
の
か
が
、
憲
法
裁
判
権
の
限
界
を
巡
る
難
し
い
問
題
と
な
る
。
大
学
判
決

に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
多
数
意
見
は
、
グ
ル
ー
プ
大
学
の
合
憲
性
を
認
め
つ
つ
、
大
学
教
員
グ
ル
ー
プ
の
票
数
が
過
半
数
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い

―
言
い
換
え
れ
ば
、
五
〇
％
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
五
一
％
で
あ
れ
ば
良
い

―
と
い
う
数
的
に
厳
格
な
、
立
法
上
の
基
準
を
定



法学政治学論究　第103号（2014.12）

266

立
し
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
し
て
反
対
意
見
が
付
さ
れ
、
一
部
の
学
説
で
支
持
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
参
照
、
宍
戸
・
前

掲
注
（
2
）。
さ
ら
に
、G

unnar Folke Schuppert, Funktionell-rechtliche G
renzen der Verfassungsinterpretation, 1980, S. 14.

（
76
）  Bernhard Schlink, Evaluierte Freiheit?, 1999, S. 1.

（
77
）  
学
問
の
自
由
に
つ
い
て
、
あ
く
ま
で
防
御
権
的
性
格
を
中
心
に
捉
え
る
近
時
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
、G

ärditz 

（Fn. 24

）, passim
, 

insbes. S. 283 ff.

（
78
）  
ド
ナ
ル
ド
・
ケ
ネ
デ
ィ
（
立
川
明
ほ
か
訳
）『
大
学
の
責
務
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
八
年
）
三
二
頁
。
ケ
ネ
デ
ィ
は
、
一
九
八
〇
年
か
ら
一
二
年

間
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
学
長
を
務
め
た
生
物
学
者
で
あ
る
。

（
79
）  

「
職
責
」
と
し
て
の
学
問
の
自
由
に
つ
き
、
蟻
川
恒
正
「
国
立
大
学
法
人
論
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
二
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
〇
頁
以
下
。

（
80
）  

国
家
に
は
、
大
学
及
び
研
究
者
へ
の
信
頼
（Vertrauen

）
を
基
本
と
し
て
、
彼
ら
に
対
し
親
和
的
な
態
度
を
採
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
互
い
に

構
築
的
な
協
働
関
係
を
保
つ
こ
と
が
、
学
問
の
自
由
か
ら
要
求
さ
れ
よ
う
。Fehling 

（Fn. 36

）, Art. 5 Abs. 3 

（W
issenschaftsfreiheit

） Rn. 
218; Ruffert 

（Fn. 4

）, S. 178; G
eis 

（Fn. 5

）, 

§ 100 Rn. 21 ff.; H
uber 

（Fn. 41

）, S. 71 ff.　
「
学
問
と
い
う
事
物
の
構
造
に
基
礎
を
お

い
」
た
、
学
問
と
国
家
の
「
協
働
」
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
と
し
て
、
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
―

ア
ス
マ
ン
（
太
田
匡
彦
ほ
か
訳
）『
行

政
法
理
論
の
基
礎
と
課
題
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
一
三
四
頁
以
下
。

栗
島　

智
明
（
く
り
し
ま　

と
も
あ
き
）

　

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　

所
属
学
会　
　

全
国
憲
法
研
究
会
、
憲
法
理
論
研
究
会
、
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会

　

専
攻
領
域　
　

憲
法


